
は
じ
め
に

後
漢
時
代
末
期
、
中
国
最
南
端
の
辺
境
地
帯
で
あ
る
嶺
南
地
域
を
事

実
上
支
配
し
た
の
が
、
こ
の
地
に
移
り
住
ん
で
七
代
目
と
な
る
在
地
漢

人
土
豪
の
士
燮
を
中
心
と
す
る
一
族
、
す
な
わ
ち

｢

嶺
南
士
氏｣

で
あ

る
。
光
和
五
年
〜
中
平
元
年

(

一
八
二
〜
一
八
四)

に
交
阯
太
守
に
就

任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
士
燮
は
、
朱
符
や
張
津
と
い
っ
た
、
交
阯
刺
史

や
交
州
牧
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
交
州
の
内
、
南
シ
ナ
海
沿
岸

の
四
郡

(

交
阯
郡
・
合
浦
郡
・
九
真
郡
・
南
海
郡)

を
支
配
す
る
こ
と

に
成
功
し
た
。
ま
た
、
交
州
牧
昇
格
建
議
の
成
功
や
、
劉
表
の
南
進
政

策
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
朝
廷
の
信
頼
を
勝
ち
取
り
、
つ
い
に
は

｢

七

郡
董
督
権｣

と
い
う
、
事
実
上
の
交
州
牧
の
地
位
を
獲
得
し
た

(

１)

。

本
稿
で
論
ず
る
の
は
、
嶺
南
士
氏
政
権
の
経
済
基
盤
を
支
え
た
と
考

え
ら
れ
る

｢

交
易
路｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。『

三
国
志』

巻
四
九
呉
書

士
燮
伝

(

以
下
、
士
燮
伝)

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

燮
毎
遣
使
詣
權
、
到
雜
香
・
細
葛
、
輒
以
千
數
、
明
珠
・
大
貝
・

流
離
・
翡
翠
・��
瑁
・
犀
・
象
之
珍
奇
物
、
異
果
、
蕉
・
邪
・
龍

眼
之
屬
、
無
歳
不
至
。
壹
時
貢
馬
凡
數
百
匹
。
權
輒
爲
書
、
厚
加

寵
賜
、
以
答
慰
之
。

燮
、
遣
使
す
る
毎
に
權
に
詣
り
、
雜
香
・
細
葛
を
致
す
こ
と
、
輒

ち
千
を
以
て
數
え
、
明
珠
・
大
貝
・
流
離
・
翡
翠
・��
瑁
・
犀
・

象
の
珍
奇
な
る
物
、
異
果
、
蕉
・
邪
・
龍
眼
の
屬
、
歳
ご
と
に
至

ら
ざ
る
は
無
し
。(

士)

壹
、
時
に
馬
凡
そ
數
百
匹
を
貢
す
。
權
、

輒
ち
書
を
爲
し
、
厚
く
寵
賜
を
加
え
、
以
て
答
え
之
を
慰
む
。

こ
れ
は
、
士
燮
が
建
安
一
五
年

(

二
一
〇)

に
孫
呉
へ
帰
順
し
た
後
、

孫
権
に
対
し
て
南
海
の
珍
産
な
ど
を
献
上
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ

り
、
政
権
の
財
力
を
示
す
重
要
な
記
述
で
あ
る
。
殊
に
、
香
料
や
布
製
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品
の
献
上
が

｢

千
を
以
て
數
え｣

、
玳
瑁
や
象
牙
と
い
っ
た
珍
品
が

｢
歳
ご
と
に
至
ら
ざ
る
は
無
し｣

と
い
う
状
態
は
、
恒
常
的
か
つ
大
規

模
な
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
在
地
漢
人
土
豪
に
よ
る
特
異
な
辺
境
統
治
や
、
南

方
へ
の
儒
学
伝
播
と
い
っ
た
視
点
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
は
、
南
シ
ナ
海
沿
岸
に
お
い
て
行
わ
れ
た
南
海
交
易
の
歴
史
の

一
部
と
し
て
、
わ
ず
か
に
史
料
が
引
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た

(

２)

。
政
権

の
統
治
体
制
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
筆
者
に

と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
物
産
を
ど

の
よ
う
な
交
易
路
を
も
っ
て
入
手
で
き
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。

第
一
節

嶺
南
士
氏
の
支
配
地
域
と
そ
の
時
期
に

つ
い
て

ま
ず
、
嶺
南
士
氏
政
権
の
経
済
基
盤
を
解
明
す
る
前
提
と
し
て
、
彼

ら
が
ど
の
程
度
の
版
図
を
ど
れ
だ
け
の
期
間
支
配
し
得
た
の
か
を
確
定

し
た
い
。
政
権
が
本
当
に
交
易
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

当
然
交
易
拠
点
と
な
る
諸
郡
を
掌
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

範
囲
や
時
期
に
よ
っ
て
交
易
活
動
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

１

交
阯
郡

前
述
の
通
り
、
一
八
〇
年
代
前
半
に
交
阯
太
守
に
就
任
し
た
士
燮
で

あ
る
が
、
そ
の
退
任
時
期
に
つ
い
て
は
士
燮
伝
中
に
は
明
確
に
記
さ
れ

て
い
な
い
。
先
学
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
特
に
言
及
し
て
お
ら

ず
、
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
士
燮
伝
に
は
、

建
安
十
五
年
、
孫
權
遣
歩�
爲
交
州
刺
史
。�
到
、
燮
率
兄
弟
奉

承
節
度
。
…
…
權
加
燮
爲
左
將
軍
。

建
安
十
五
年
、
孫
權
、
歩�
を
遣
り
て
交
州
刺
史
と
爲
す
。�
到

り
、
燮
、
兄
弟
を
率
い
て
節
度
を
奉
承
す
。
…
…
權
、
燮
に
加
う

る
に
左
將
軍
と
爲
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
嶺
南
士
氏
が
孫
呉
へ
帰
順
し
た
後
、
士
燮
は
左
将
軍

の
将
軍
号
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
交
阯
太
守
の
地
位
に
つ
い

て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
交
阯
太
守

と
の
兼
任
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
唐
・
許
嵩

『

建
康
実
録』

巻
一
太
祖
上
に
、

以
南
中
郎
將
歩�
爲
交
州
刺
史
。�
到
、
殺
劉
表
所
置
蒼
梧
太
守

呉
臣マ

マ

、
以
徇�
郡
、
表
士
燮
交
阯
太
守
兼
左
將
軍
、
南
土
賓
服
、

自
此
始
也
。

南
中
郎
將
歩�
を
以
て
交
州
刺
史
と
爲
す
。�
到
り
、
劉
表
の
置

く
所
の
蒼
梧
太
守
呉
臣
を
殺
し
、
以
て�
郡
を
徇
わ
せ
、
士
燮
を

交
阯
太
守
兼
左
將
軍
に
表
し
、
南
土
の
賓
服
す
る
こ
と
、
此
自
り

始
ま
る
な
り
。

と
あ
り
、
士
燮
は
歩�
の
上
表
に
よ
っ
て
交
阯
太
守
と
左
将
軍
を
兼
任

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
士
燮
は
交
阯
太
守
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の
地
位
に
そ
の
ま
ま
留
め
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
も
、
士
燮
は
孫
権
に
貢
物
を
毎
年
贈
る
な
ど
、
孫
権
に
あ
く

ま
で
も
忠
誠
を
尽
く
し
、
孫
呉
の
黄
武
五
年

(

二
二
六)

に
九
〇
歳
で

死
去
し
た
。
そ
こ
ま
で
の
記
述
の
中
に
は
、
龍
編
侯
や
衛
将
軍
を
賜
っ

た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
交
阯
太
守
の
任
を
解
か
れ
た
記
述
は
な

く
、
ま
た
、『

三
国
志』

巻
六
〇
呉
書
呂
岱
伝
に
、

交
阯
太
守
士
燮
卒
、
權
以
燮
子
徽
爲
安
遠
將
軍
、
領
九
眞
太
守
、

以
校
尉
陳
時
代
燮
。

交
阯
太
守
士
燮
卒
し
、
權
、
燮
の
子
徽
を
以
て
安
遠
將
軍
と
爲
し
、

九
眞
太
守
を
領
せ
し
め
、
校
尉
陳
時
を
以
て
燮
に
代
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
士
燮
の
死
後
、
校
尉
の
陳
時
を
後
任
の
交
阯
太
守
に

任
命
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
士
燮
は
そ
の
没
年
ま
で
交
阯

太
守
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
士
燮
の
在

位
期
間
は
、
政
権
の
存
続
期
間
と
同
様
、
約
四
〇
年
ほ
ど
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
士
燮
伝
に
は
、

權
以
交
阯
縣
遠
、
乃
分
合
浦
以
北
爲
廣
州
、
呂
岱
爲
刺
史
、
交
阯

以
南
爲
交
州
、
戴
良
爲
刺
史
。
又
遣
陳
時
代
燮
爲
交
阯
太
守
。
岱

留
南
海
、
良
與
時�
前
行
到
合
浦
。
而
燮
子
徽
自
署
交
阯
太
守
、

發
宗
兵
拒
良
。
良
留
合
浦
。

權
、
交
阯
の
縣
遠
な
る
を
以
て
、
乃
ち
合
浦
以
北
を
分
け
て
廣
州

と
爲
し
、
呂
岱
を
刺
史
と
爲
し
、
交
阯
以
南
を
交
州
と
爲
し
、
戴

良
を
刺
史
と
爲
す
。
又
た
陳
時
を
遣
わ
し
燮
に
代
わ
り
交
阯
太
守

と
爲
す
。
岱
、
南
海
に
留
ま
り
、
良
、
時
と
倶
に
前す

す

み
行
き
て
合

浦
に
至
る
。
而
る
に
燮
の
子
徽
、
自
ら
交
阯
太
守
を
署
し
、
宗
兵

を
發
し
良
を
拒
む
。
良
、
合
浦
に
留
ま
る
。

と
あ
り
、
士
燮
没
後
、
そ
の
後
継
と
し
て
嶺
南
士
氏
の
当
主
と
な
っ
た

息
子
の
士
徽
は
、
孫
呉
に
よ
る
嶺
南
の
二
州
分
割
や
刺
史
・
太
守
の
配

置
転
換
に
異
を
唱
え
、｢

士
氏
の
変

(

３)｣

と
呼
ば
れ
る
抗
呉
紛
争
を
引
き

起
こ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

呂
岱
伝
に
よ
っ
て
、
士
徽
が
九
真
太
守
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
交
阯
太
守
を
自
称
し
て
そ
の
地
位
に
固
執

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
政
権
に
と
っ
て
交
阯
郡
が
い
か
に
重
要
な
土
地

で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
。

士
燮
や
士
徽
が
本
拠
地
と
し
た
の
は
交
阯
郡
龍
編
県
で
あ
る
。
現
在

の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
バ
ッ
ク
ニ
ン
省
ト
ゥ
ア
ン
タ
イ
ン
県

に
は
、
ル
ン
ケ
ー
城
址

(

４)

と
い
う
遺
跡
が
残
っ
て
お
り
、
士
燮
を
は
じ
め

と
す
る
嶺
南
支
配
者
の
居
城
と
し
て
、
郡
治
が
宋
平

(

現
在
の
ハ
ノ
イ)

に
移
る
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
羸�婁
県
に
比
定
さ
れ
て
い
た
が
、
西
村
昌
也

氏
は
、
文
献
の
検
証
や
考
古
学
的
見
地
か
ら
龍
編
県
に
比
定
す
る
。
城

址
か
ら
は
、
蓮
華
紋
瓦
当
な
ど
の
イ
ン
ド
由
来
の
物
品
や
、
大
規
模
な

青
銅
器
工
房
の
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
国
際
色
豊
か
な

場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
各
地
か
ら
の
交
易
品
が
集
中
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(

５)

。
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２

南
海
郡
・
合
浦
郡
・
九
真
郡

士
燮
の
弟
で
あ
る
士
壱
・
士�
・
士
武
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
合
浦
太
守
・

九
真
太
守
・
南
海
太
守
に
赴
任
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
士
燮
伝
に
、

交
州
刺
史
朱
符
爲
夷
族
所
殺
、
州
郡
擾
亂
。
燮
乃
表
壹
領
合
浦
太

守
、
次
弟
徐
聞
令�
領
九
眞
太
守
、�
弟
武
、
領
南
海
太
守
。

交
州
刺
史
朱
符
夷
族
の
殺
す
所
と
爲
り
、
州
郡
擾
亂
す
。
燮
、
乃

ち
壹
を
し
て
合
浦
太
守
を
領
し
、
次
弟
の
徐
聞
令�
を
し
て
九
眞

太
守
を
領
し
、�
の
弟
武
を
し
て
、
南
海
太
守
を
領
せ
し
む
る
を

表
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
赴
任
し
た
時
期
は
、
交
阯
刺
史
朱
符
が
反

乱
に
よ
っ
て
失
脚
し
た
興
平
二
年

(

一
九
五)

頃
と
推
定
さ
れ
る

(

６)

。

ま
ず
、
南
海
太
守
士
武
に
つ
い
て
は
、
士
燮
伝
に
、｢

武
、
先
に
病

沒
す｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
二
人
よ
り
も
先
に
死
去
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
建
安
一
五
年
に
嶺
南
士
氏
が

孫
呉
へ
帰
順
し
た
際
、
交
州
の
州
治
が
番
禺
に
移
さ
れ

(

７)
、
交
州
刺
史
歩

�
が
赴
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
建
安
一
五
年
を
下
ら
な
い

だ
ろ
う
。

南
海
郡
治
で
あ
る
番
禺
は
、
南
越
国
建
国
の
頃
よ
り
南
海
交
易
に
お

け
る
一
大
拠
点
港
で
あ
り
、
こ
の
後
も
、
中
国
諸
王
朝
に
と
っ
て
重
要

な
交
易
港
と
な
る

(

８)

。
こ
の
こ
と
は
、
嶺
南
士
氏
と
南
海
交
易
を
結
び
つ

け
る
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。

次
に
、
合
浦
太
守
士
壱
に
つ
い
て
は
、
士
燮
伝
に
、

弟
壹
、
初
爲
郡
督
郵
。
刺
史
丁
宮
徴
還
京
都
、
壹
侍
送
勤
恪
、
宮

感
之
、
臨
別
謂
曰

｢

刺
史
若
待
罪
三
事
、
當
相
辟
也｣

。
後
宮
爲

司
徒
、
辟
壹
。
比
至
、
宮
已
免
、
黄�宛
代
爲
司
徒
、
甚
禮
遇
壹
。

董
卓
作
亂
、
壹
亡
歸
郷
里
。

弟
壹
、
初
め
郡
の
督
郵
爲
り
。
刺
史
丁
宮
京
都
に
徴
還
せ
ら
れ
、

壹
、
侍
し
て
勤
恪
に
送
り
、
宮
之
に
感
じ
、
別
れ
に
臨
み
て
謂
い

て
曰
く
、｢

刺
史
若
し
三
事
に
待
罪
せ
ば
、
當
に
相
辟
す
べ
き
な

り｣

と
。
後
に
宮
、
司
徒
と
爲
り
、
壹
を
辟
す
。
至
る
比
こ
ろ
お

い
、

宮
已
に
免
ぜ
ら
れ
、
黄�宛
代
わ
り
に
司
徒
と
爲
り
、
甚
だ
壹
を
禮

遇
す
。
董
卓
亂
を
作
し
、
壹
、
亡
げ
て
郷
里
に
歸
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
交
阯
刺
史
丁
宮
に
気
に
入
ら
れ
、
丁
宮
が
司
徒
と
し

て
赴
任
し
た
後
、
洛
陽
に
お
い
て
そ
の
下
で
役
職

(

裴
松
之
注
引

『

呉

書』

に
よ
れ
ば
司
徒
掾)

に
就
い
て
い
る
。
彼
の
都
で
の
名
声
が
、
嶺

南
士
氏
の
宣
伝
に
役
立
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
士
壱
は
い
つ
ま
で
合
浦
太
守
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
史
料
に
は
記
述
が
な
く
、
そ
の
時
期
を
正

確
に
判
断
す
る
術
は
な
い
。
し
か
し
、
士
燮
伝
に
は
、
士
燮
の
死
後
、

孫
呉
よ
り
派
遣
さ
れ
た
交
州
刺
史
戴
良
と
交
阯
太
守
陳
時
が
、
士
氏
の

変
に
よ
り
交
阯
郡
に
入
れ
ず
合
浦
郡
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す

で
に
士
壱
は
合
浦
太
守
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
番
禺
と
同
様
、

合
浦
郡
に
は
徐
聞
・
合
浦
と
い
う
良
港
が
存
在
し
、
や
は
り
南
海
交
易

に
お
い
て
重
要
な
拠
点
と
な
っ
た

(

９)

。

九
真
太
守
士�
に
つ
い
て
は
、
合
浦
郡
徐
聞
県
の
県
令
を
務
め
た
後
、

九
真
太
守
に
赴
任
し
た
こ
と
以
外
は
、
士
氏
の
変
の
後
、
罪
を
得
て
処
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刑
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
前
述
の
通
り
、

士
燮
の
死
後
、
孫
呉
は
士
徽
を
九
真
太
守
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
す
で
に
士�
は
太
守
の
座
か
ら
降
ろ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

３

そ
の
他
の
郡

士
燮
が
、
朝
廷
よ
り
七
郡
董
督
権
を
付
与
さ
れ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ま

で
の
沿
海
四
郡
の
他
に
、
蒼
梧
郡
・
鬱
林
郡
・
日
南
郡
の
支
配
が
可
能

と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
士
燮
が
実
際
に
三
郡
へ
太
守
を
赴
任
さ
せ
た

と
い
っ
た
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

ま
ず
、
蒼
梧
郡
に
つ
い
て
は
、
士
燮
伝
に
、

津
後
又
爲
其
將
區
景
所
殺
、
而
荊
州
牧
劉
表
遣
零
陵�
恭
代
津
。

是
時
蒼
梧
太
守
史��
死
、
表
又
遣
呉
巨
代
之
、
與
恭�
至
。

津
、
後
に
又
た
其
の
將
區
景
の
殺
す
所
と
爲
り
、
而
る
に
荊
州
牧

劉
表
、
零
陵
の�
恭
を
遣
り
て
津
に
代
う
。
是
の
時
蒼
梧
太
守
史

��
死
に
、
表
、
又
た
呉
巨
を
遣
り
て
之
に
代
え
、
恭
と
倶
に
至
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
交
阯
牧
張
津
の
没
後
、
荊
州
牧
劉
表
に
よ
り
蒼
梧
太

守
と
し
て
呉
巨
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
事
は
、
呉
巨
の
前
に
蒼

梧
太
守
で
あ
っ
た
史��
が
死
亡
し
た
こ
と
を
承
け
て
の
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
政
権
に
は
こ
れ
を
支
配
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

鬱
林
郡
に
つ
い
て
は
、
建
安
一
五
年
、
陸
績
が
鬱
林
太
守
に
任
命
さ

れ
て
お
り

(�)

、
少
な
く
と
も
帰
順
後
に
は
支
配
下
に
な
い
こ
と
に
な
る
。

帰
順
前
に
つ
い
て
も
、
蒼
梧
郡
で
の
騒
動
を
考
え
る
と
、
隣
郡
で
あ
る

鬱
林
郡
に
支
配
が
及
ん
だ
と
も
思
え
な
い
し
、
嶺
南
士
氏
に
と
っ
て
も
、

あ
え
て
内
陸
の
、
特
に
産
物
も
な
く
旨
み
が
存
在
し
な
い
郡
を
支
配
す

る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

日
南
郡
に
つ
い
て
は
、
士
燮
の
父
で
あ
る
士
賜
が
桓
帝
期
に
太
守
と

し
て
赴
任
し
た
地
で
あ
る
が

(�)

、
当
時
の
国
際
情
勢
が
関
係
し
、
支
配
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
南
郡
象
林
県

に
林
邑
が
勃
興
し
た
こ
と
で
あ
る
。
林
邑
建
国
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

記
事
に
そ
の
詳
細
が
見
ら
れ
る
。

永
和
元
年
…
…
十
二
月
、
象
林
蠻
叛
す
。(『

後
漢
書』

巻
六
順
帝

紀
・
永
和
元
年
条)

永
和
二
年
…
…
五
月
、
日
南
の
叛
蠻
、
郡
府
を
攻
む
。(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
和
二
年
条)

永
和
三
年
…
…
六
月
辛
丑
…
…
九
真
太
守
祝
良
・
交
阯
刺
史
張
喬
、

日
南
の
叛
蠻
を
慰
誘
し
、
之
を
降
し
、
嶺
外
平
ら
か
な
り
。(『

後

漢
書』

順
帝
紀
・
永
和
三
年
条)

永
和
二
年
、
日
南
・
象
林
徼
外
の
蠻
夷
區
憐
等
數
千
人
、
象
林
縣

を
攻
め
、
城
寺
を
燒
き
、
長
吏
を
殺
す
。(『

後
漢
書』

巻
八
六
南

蛮
西
南
夷
列
伝)

漢
末
大
い
に
亂
れ
、
功
曹
區
連
、
縣
令
を
殺
し
、
自
立
し
て
王
と

爲
る
。(『

南
史』

巻
五
四
諸
夷
伝
・
林
邑
国
条)

後
漢
末
、(

象
林)

縣
の
功
曹
、
姓
は
區
、
子
有
り
曰
く
連
、
令

を
殺
し
自
立
し
て
王
と
爲
る
。(『

晉
書』

巻
九
七
・
四
夷
伝
・
林

邑
国
条)
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後
漢
の
時
、
中
原
喪
亂
し
、
象
林
縣
の
人
區
連
、
縣
令
を
殺
し
、

林
邑
王
を
自
稱
す
。(『

旧
唐
書』

巻
四
一
地
理
志
四
・
林
州
条)

永
和
二
年

(

一
三
七)

に
日
南
郡
象
林
県
の
外
に
居
住
す
る
非
漢
人
の

区
憐
が
、
象
林
県
を
襲
っ
た
と
い
う
。『

後
漢
書』

に
よ
れ
ば
、
こ
の

反
乱
は
、
九
真
太
守
祝
良
や
交
阯
刺
史
張
喬
ら
の
働
き
で
平
定
さ
れ
た

と
あ
る
。
し
か
し

『
晉
書』

な
ど
に
よ
れ
ば
、
後
漢
末
期
に
、
象
林
県

の
人
で
功
曹
の
子

(『
南
史』

な
ど
で
は
功
曹)

の
区
連

(『

梁
書』

で

は
区
達)

が
、
象
林
県
令
を
殺
し
て
林
邑
を
建
国
し
た
と
い
う
。｢

區｣

と
い
う
姓
は
文
献
中
に
散
見
し
、
例
え
ば
、『

三
国
志』

巻
四
六
呉
書

孫
堅
伝
で
は
、｢

長
沙
賊
區
星｣
な
る
者
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
し
、

士
燮
伝
で
は
、
交
州
牧
張
津
の
部
下
の

｢
區
景｣

が
張
津
を
殺
害
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
は
荊
南
・
嶺
南
に
居
住
す
る
有
力
非
漢
人
豪
族
な
の

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『

後
漢
書』

に
見
え
る

｢

區
憐｣

と
そ
の
他
の
文
献
上
に
見

え
る

｢

區
連

(

區
達)｣

と
は
、
し
ば
し
ば
同
一
人
物
と
見
な
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
桑
田
六
郎
氏
は
、
林
邑
の
建
国
を
永
和
二
年
と
し
、
こ
れ
を

｢

議
論
な
き
所｣

と
し
て
い
る

(�)
。
し
か
し
、
永
和
二
年
を

｢

後
漢
末｣

と
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、｢

區
憐｣

が

｢

象
林
徼
外
蠻
夷｣

で

あ
る
の
に
対
し
、｢

區
連｣

は

『

旧
唐
書』

に
よ
れ
ば

｢

象
林
縣
人｣

で
あ
り
、
そ
の
出
自
に
明
確
な
差
異
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
反
乱
の
結
果
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
別
々
の
反
乱
記
事

と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
諸
文
献
を
素
直
に

読
め
ば
、
林
邑
建
国
は
後
漢
末
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
代
に
つ

い
て
は
、『

水
経
注』

巻
三
六
に
、

初
平
之
亂
、
人
懷
異
心
、
象
林
功
曹
姓
區
、
有
子
名
達
、
攻
其
縣
、

殺
令
、
自
號
爲
王
。

初
平
の
亂
、
人
、
異
心
を
懷
き
、
象
林
の
功
曹
、
姓
は
區
、
子
有

り
名
は
達
、
其
の
縣
を
攻
め
、
令
を
殺
し
、
自
ら
號
し
て
王
と
爲

る
。

と
あ
り
、
初
平
年
間

(

一
九
〇
〜
一
九
三)

と
み
ら
れ
る

(�)

。
つ
ま
り
、

政
権
に
よ
る
嶺
南
支
配
が
確
立
し
た
頃
に
は
、
す
で
に
日
南
郡
の
大
半

は
林
邑
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
土

地
に
太
守
を
派
遣
し
て
も
意
味
が
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
政
権
の
実
効
支
配
が
及
ん
だ
最
大
範
囲
は
、

交
阯
郡
・
南
海
郡

(

た
だ
し
短
期
間)

・
合
浦
郡
・
九
真
郡
と
い
う
沿

岸
部
の
み
と
な
る
。
そ
し
て
、
建
安
一
五
年
の
孫
呉
へ
の
帰
順
以
降
は
、

交
阯
一
郡
に
ま
で
版
図
を
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
、
政
権
の
存
続

自
体
は
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

海
路
に
つ
い
て
の
考
察

で
は
、
嶺
南
士
氏
政
権
は
ど
の
よ
う
に
し
て
交
易
活
動
を
行
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
一
般
的
に
政
権
が
行
な
っ
て
い
た
と

さ
れ
る
、
海
路

(

海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド)

を
利
用
し
た
南
海
交
易
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
士
燮
以
前
に
お
け
る
南
海
交
易
の
歴

史
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
て
お
こ
う
と
思
う
。
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１

南
海
交
易
の
歴
史

嶺
南
地
域
は
、
中
華
世
界
が
秦
の
始
皇
帝
に
統
一
さ
れ
る
以
前
よ
り

豊
富
な
珍
品
を
産
出
す
る
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
始
皇
帝
は
、
前

二
一
四
年
に
嶺
南
に
攻
め
入
り
、
こ
の
地
に
南
海
郡
・
桂
林
郡
・
象
郡

の
三
郡
を
設
置
し
、
民
衆
を
多
数
入
植
さ
せ
、
こ
の
地
に
入
る
玳
瑁
や

真
珠
な
ど
の
珍
品
の
獲
得
を
進
め
た

(�)
。
松
田
寿
男
氏
は
、
嶺
南
か
ら
武

漢
に
至
る
道
を

｢

真
珠
街
道｣

と
名
付
け
、
こ
の
道
が
嶺
南
の
珍
品
を

都
へ
運
ぶ
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る

(�)
。
や
が
て
秦
が
滅
亡

す
る
と
、
龍
川
県
令
の
趙
佗
に
よ
り
前
二
〇
三
年
に
南
越
国
が
建
国
さ

れ
、
前
述
し
た
通
り
、
都
で
あ
る
番
禺
は
南
海
交
易
の
拠
点
港
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
中
国
の
文
献
上
に
初
め
て
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
詳
細
が
記

さ
れ
る
の
は
、『

漢
書』

巻
二
八
地
理
志
下
に
見
え
る
以
下
の
記
事
で

あ
る
。自

日
南
障
塞
徐
聞
・
合
浦
船
行
可
五
月
、
有�
元
國
。
又
船
行
可

四
月
、
有
邑
盧
沒
國
。
又
船
行
可
二
十
餘
日
、
有�甚
離
國
。
歩
行

可
十
餘
日
、
有
夫
甘
都
盧
國
。
自
夫
甘
都
盧
國
船
行
可
二
月
餘
、

有
黄
支
國
、
民
俗
略
與
珠�
相
類
。
其
州
廣
大
、
戸
口
多
、
多
異

物
、
自
武
帝
以
來
皆
獻
見
。
有
譯
長
、
屬
黄
門
、
與
應
募
者�
入

海�
明
珠
・
璧
流
離
・
奇
石
異
物
、
齎
黄
金
雜�
而
往
。
所
至
國

皆
稟
食
爲�
、
蠻
夷
賈
船
、
轉
送
致
之
。
亦
利
交
易
、
剽
殺
人
。

又
苦
逢
風
波
溺
死
、
不
者
數
年
來
還
。
大
珠
至
圍
二
寸
以
下
。
平

帝
元
始
中
、
王
莽
輔
政
、
欲
燿
威�
、
厚
遺
黄
支
王
、
令
遣
使
獻

生
犀
牛
。
自
黄
支
船
行
可
八
月
、
到
皮
宗
。
船
行
可
八
月
、
到
日

南
象
林
界
云
。
黄
支
之
南
、
有
已
程
不
國
、
漢
之
譯
使
自
此
還
矣
。

日
南
の
障
塞
の
徐
聞
・
合
浦
自
り
船
で
行
く
こ
と
五
月
可
か
り
、

�
元
國
有
り
。
又
た
船
で
行
く
こ
と
四
月
可
か
り
、
邑
盧
沒
國
有

り
。
又
た
船
で
行
く
こ
と
二
十
餘
日
可
か
り
、�甚
離
國
有
り
。
歩

き
て
行
く
こ
と
十
餘
日
可
か
り
、
夫
甘
都
盧
國
有
り
。
夫
甘
都
盧

國
よ
り
船
で
行
く
こ
と
二
月
餘
可
か
り
、
黄
支
國
有
り
、
民
俗
略

ぼ
珠�
と
相
い
類
す
。
其
の
州
廣
大
に
し
て
、
戸
口
多
く
、
異
物

の
多
く
、
武
帝
自
り
以
來
皆
な
獻
見
す
。
譯
長
有
り
、
黄
門
に
屬

し
、
應
募
せ
し
者
と
倶
に
海
に
入
り
明
珠
・
璧
流
離
・
奇
石
異
物

を
市
い
、
黄
金
雜�
を
齎
し
て
行
く
。
至
る
所
の
國
皆
な
食
を
稟

く
る
に�
を
爲
し
、
蠻
夷
の
賈
船
、
轉
送
し
て
之
を
致
す
。
亦
た

交
易
を
利
と
し
、
人
を
剽
殺
す
。
又
た
風
波
に
逢
い
溺
死
す
る
に

苦
し
み
、
し
か
ら
ず
ん
ば
數
年
に
し
て
來
還
す
。
大
珠
は
圍
二
寸

以
下
に
至
る
。
平
帝
の
元
始
中
、
王
莽
輔
政
し
、
威�
を
燿
か
せ

ん
と
欲
し
、
厚
く
黄
支
王
に
遺
り
、
使
を
遣
り
て
生
け
る
犀
牛
を

獻
ぜ
し
む
。
黄
支
自
り
船
で
行
く
こ
と
八
月
可
か
り
、
皮
宗
に
到

る
。
船
で
行
く
こ
と
八
月
可
か
り
、
日
南
の
象
林
の
界
に
到
る
。

黄
支
の
南
、
已
程
不
國
有
り
、
漢
の
譯
使
、
此
よ
り
還
る
。

前
漢
の
武
帝
に
よ
る
南
越
討
伐
以
来
、
徐
聞
港
や
合
浦
港
よ
り
船
が
出

て
お
り
、
多
く
の
国
々
を
経
由
し
た
後
、
黄
支
国
、
す
な
わ
ち
南
イ
ン

ド
に
至
り
、
多
く
の
商
人
が
珠
玉
や
ガ
ラ
ス
製
品
な
ど
を
求
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
黄
支
国
が
多
く
の
珍
品
を
も
た
ら
す
国
で
あ
る
こ
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と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
交
易
活
動
は
漢
人
が
主
体
的
に
自
ら
の
船
で
行
動

す
る
も
の
で
は
な
く
、
蛮
夷
の
船
を
乗
り
継
い
で
行
き
、
殺
さ
れ
た
り

交
易
品
を
奪
わ
れ
た
り
す
る
危
険
を
冒
し
な
が
ら
行
う
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
長
澤
和
俊
氏
は
、
当
時
の
交
易
に
つ
い
て
、
漢
人
は

蛮
夷
船
の
入
港
を
待
ち
、
そ
の
貨
物
を
購
入
し
、
内
地
に
売
っ
て
儲
け

る
受
身
の
手
法
を
取
っ
て
い
た
と
し
て
い
る

(�)
。
つ
ま
り
、
現
代
に
お
い

て
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
交
易
活
動
は
、
当
時
ま
だ
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
漢
時
代
に
入
る
と
、
南
海
交
易
に
関
す
る
史
料
は
急
激
に
減
少
す

る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
南
海
交
易
が
さ
ほ
ど
珍
し
い
も

の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
交
易
ル
ー
ト
が
し
っ
か
り
と
確
立
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
数
少
な
い
史
料
の
内
、
最
も
有
名
な
も
の

は
、
や
は
り
大
秦
王
安
敦
の
使
者
と
称
す
る
人
物
が
日
南
郡
の
外
よ
り

来
航
し
た
事
件
で
あ
ろ
う
。

至
桓
帝
延
熹
九
年
、
大
秦
王
安
敦
遣
使
自
日
南
徼
外
獻
象
牙
・
犀

角
・��
瑁
、
始
乃
一
通
焉
。
其
所
表
貢
、
竝
無
珍
異
、
疑
傳
者
過

焉
。(『

後
漢
書』

巻
八
八
西
域
伝)

桓
帝
の
延
熹
九
年
に
至
り
、
大
秦
王
安
敦
、
使
を
遣
り
て
日
南
徼

外
自
り
象
牙
・
犀
角
・��
瑁
を
獻
じ
、
始
め
て
乃
ち
一
通
す
。
其

の
表
貢
す
る
所
、
竝
び
に
珍
異
無
し
、
疑
う
ら
く
は
傳
者
過
て
り
。

延
熹
九
年

(

一
六
六)

に
ロ
ー
マ
皇
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・

ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
の
使
者
を
名
乗
る
人
物
が
日
南
郡
の
外
よ
り
来
航
し
、

象
牙
な
ど
の
物
産
を
献
上
し
た
と
い
う
、
良
く
知
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。

こ
の
使
者
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
使
者
を
騙
っ
た
商
人
で
あ
る
と
す
る
見

解
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
象
牙
や
玳
瑁
な
ど
、
こ
れ
ま

で
珍
品
と
さ
れ
て
き
た
物
産
が
、
こ
の
当
時
は
す
で
に
あ
り
ふ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
南
海

交
易
が
も
の
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
交
易
ル
ー
ト
も
確
立
し
て
い
た

こ
と
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
先
学
が
こ
れ
ま
で
南
海
交
易
の
歴
史
の
一
部
と
し
て
扱
っ
て

き
た
政
権
に
よ
る
交
易
活
動
は
、
果
た
し
て
事
実
に
則
し
た
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。

２

交
易
品
の
産
地
に
つ
い
て

序
文
に
挙
げ
た
孫
呉
へ
の
献
上
品
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
建
安
一
五

年
、
嶺
南
士
氏
が
孫
呉
へ
帰
順
し
た
後
に
、
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
交
易
活
動
に
よ
っ
て
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の

記
事
の
他
に
、
嶺
南
士
氏
の
交
易
活
動
に
つ
い
て
窺
い
知
る
こ
と
の
で

き
る
史
料
が
も
う
一
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、『

三
国
志』

巻
五
三
呉

書
薛
綜
伝
に
見
え
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

自
臣
昔
客
始
至
之
時
…
…
貴
致
遠
珍
名
珠
・
香
藥
・
象
牙
・
犀
角
・

��
瑁
・
珊
瑚
・
琉
璃
・
鸚
鵡
・
翡
翠
・
孔
雀
・
奇
物
、
充
備
寶
玩
、

不
必
仰
其
賦
入
、
以�
中
國
也
。

臣
、
昔
客
と
し
て
始
め
て
至
る
の
時
自
り
…
…
遠
珍
の
名
珠
・
香

藥
・
象
牙
・
犀
角
・��
瑁
・
珊
瑚
・
琉
璃
・
鸚
鵡
・
翡
翠
・
孔
雀
・
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奇
物
を
致
す
を
貴
び
、
寶
玩
を
充
備
せ
る
こ
と
、
必
ず
し
も
其
の

賦
入
を
仰
が
ず
、
以
て
中
國
に�
す
る
な
り
。

若
い
頃
に
戦
乱
を
逃
れ
て
嶺
南
に
入
り
、
士
燮
の
庇
護
の
下
、
大
儒
劉

煕
に
師
事
し
た
儒
学
者
で
あ
る
薛
綜
は
、
士
燮
の
帰
順
と
時
を
同
じ
く

し
て
孫
呉
政
権
に
仕
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
広
州
刺
史
呂
岱
に
付
き
従

い
、
転
戦
し
て
九
真
ま
で
至
っ
た
薛
綜
は
、
呂
岱
が
建
業
へ
戻
さ
れ
る

際
、
そ
の
後
継
者
の
任
務
に
役
立
て
よ
う
と
、
嶺
南
の
実
情
を
伝
え
た

上
表
文
を
孫
権
に
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
士
燮
伝
が
非
常
に
文
量
の

少
な
い
列
伝
で
あ
り
、
ご
く
簡
潔
に
し
か
事
実
を
伝
え
て
い
な
い
の
に

対
し
、
こ
の
上
表
文
は
、
実
際
に
政
権
統
治
下
の
嶺
南
地
域
を
そ
の
目

で
見
た
薛
綜
が
、
嶺
南
社
会
の
実
情
や
交
易
に
よ
る
利
益
、
太
守
や
刺

史
の
動
向
や
発
生
し
た
反
乱
な
ど
に
つ
い
て
事
細
か
に
記
し
て
お
り
、

非
常
に
有
益
な
史
料
で
あ
る
。

そ
の
中
で
薛
綜
は
、
政
権
の
統
治
期
間
を
含
む
時
期
に
お
い
て
、
嶺

南
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
る
交
易
品
に
つ
い
て
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
品
々

が
内
地
へ
も
益
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ら
の
物
産
と
帰
順
後
に
孫

呉
へ
贈
ら
れ
た
献
上
品
を
見
比
べ
る
と
、
そ
の
内
容
に
あ
ま
り
大
差
が

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
版
図
の
大
半
を
失
っ
て
も
な
お
、
恒
常

的
に
交
易
を
行
え
る
ル
ー
ト
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
か
。
今
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ら
が

｢

遠
珍｣

、
つ
ま
り
遠
方
か
ら

も
た
ら
さ
れ
る
珍
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
遠
方
と
は
い
ず
こ
の
こ
と
な
の
か
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
べ
く
、
こ
こ
で
は
、
薛
綜
伝
の
交
易
品
リ

ス
ト
と
、
士
燮
伝
の
献
上
品
リ
ス
ト
に
見
え
る
物
産
の
産
地
に
つ
い
て

検
証
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
検
証
に
際
し
て
は
、
な
る
べ
く
同
時
代

か
直
近
の
時
代
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

①

明
珠

(

名
珠)

・
玳
瑁
・
珊
瑚
・
大
貝

名
珠
、
あ
る
い
は
明
珠
と
記
さ
れ
た
こ
の
物
産
は
、
し
ば
し
ば
貴
人

へ
の
贈
答
品
な
ど
に
登
場
す
る
宝
物
で
あ
り
、
前
述
の

『

漢
書』

地
理

志
下
に
お
い
て
海
産
物
と
し
て
明
珠
が
取
引
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
ら

れ
る
な
ど
、
海
か
ら
採
取
さ
れ
る
玉
、
す
な
わ
ち
真
珠
を
指
す
。
嶺
南

で
は
広
く
見
ら
れ
る
産
物
で
、『

漢
書』

地
理
志
下
・
粤
地
条
に
、

處
近
海
、
多
犀
・
象
・
毒
冒
・
珠�幾
・
銀
・
銅
・
果
・
布
之
湊
、

中
國
往
商
賈
者
多
取
富
焉
。
番
禺
、
其
一�
會
也
。

近
海
に
處
り
、
犀
・
象
・
毒
冒
・
珠�幾
・
銀
・
銅
・
果
・
布
の
湊

多
く
、
中
國
よ
り
商
賈
に
往
く
者
は
多
く
富
を
取
る
。
番
禺
、
其

の
一�
會
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
真
珠
を
は
じ
め
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
様
々
な
産
物

が
嶺
南
よ
り
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
真
珠
の
一
大
産
地
と

し
て
、
合
浦
郡
が
挙
げ
ら
れ
る
。『

後
漢
書』

巻
七
六
孟
嘗
列
伝
に
、

郡
不
産
穀
實
、
而
海
出
珠
寶
、
與
交
阯
比
境
、
常
通
商
販
、
貿
糴

糧
食
。

(

合
浦)
郡
、
穀
實
を
産
せ
ず
、
而
れ
ど
も
海
、
珠
寶
を
出
し
、

交
阯
と
比
境
し
、
常
に
商
販
を
通
じ
、
糧
食
を
貿
糴て

き

す
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
合
浦
郡
は
穀
物
の
生
産
に
は
不
向
き
だ
が
、
南
シ
ナ

海
か
ら
は
真
珠
が
良
く
採
れ
、
交
阯
郡
と
の
間
で
盛
ん
に
真
珠
の
取
引

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
地
域
と
し
て
は
、
前
述
の
黄
支
国
や
大
秦
国
と
い
っ
た
国
々

が
真
珠
の
産
地
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
他
、

銅
・
鐵
・
鉛
・
錫
・
金
・
銀
・
光
珠
・
虎
魄
・
水
精
・
瑠
璃
・
軻

蟲
・
蚌
珠
・
孔
雀
・
翡
翠
・
犀
・
象
・
猩
猩
・
貊
獸
を
出
す
。

(『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝
・
哀
牢
条)

黄
金
・
光
珠
・
虎
魄
・
翡
翠
・
孔
雀
・
犀
・
象
・
蠶
桑
・
綿
絹
・

彩
帛
・
文�
有
り
。
…
…
又
た�
旄
・
帛
疊
・
水
精
・
瑠
璃
・
軻

蟲
・
蚌
珠
有
り
。(『

華
陽
国
志』
巻
四
南
中
志)

と
あ
る
よ
う
に
、
益
州
永
昌
郡
に
お
い
て
も
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

玳
瑁
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
で
、
そ
の
甲
羅
か
ら
採
取
さ
れ
た
鼈
甲

を
指
す
。
真
珠
と
並
ん
で
南
シ
ナ
海
沿
岸
で
採
取
さ
れ
る
主
要
な
物
産

の
一
つ
で
あ
り
、
例
え
ば
、『

後
漢
書』

巻
三
一
賈�
列
伝
に
、

舊
交
阯
土
多
珍
産
、
明�幾
・
翠
羽
・
犀
・
象
・
玳
瑁
・
異
香
・
美

木
之
屬
・
莫
不
自
出
。

舊
と
交
阯
は
土
に
珍
産
多
く
、
明�幾
・
翠
羽
・
犀
・
象
・
玳
瑁
・

異
香
・
美
木
の
屬
、
自
ず
か
ら
出
さ
ざ
る
は
莫
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
嶺
南
地
域
で
は
ご
く
一
般
的
な
産
物
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『

漢
書』

巻
六
四
賈
捐
之
伝
に
は
、
初
元
元
年

(

前
四
八)

に
発
生
し
た
珠
崖
郡
の
反
乱
を
鎮
め
る
た
め
、
軍
を
派
遣
し
よ
う
と
す

る
意
見
に
対
し
、
珠
崖
郡
が

｢

珠
・
犀
・��
瑁｣

し
か
産
出
し
な
い
地

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
、
そ
の
放
棄
を
進
言
し
た
記

事
が
見
ら
れ
る
。
雷
州
半
島
や
海
南
島
周
辺
は
、
こ
う
い
っ
た
海
由
来

の
宝
物
が
豊
富
な
地
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

珊
瑚
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
温
暖
な
沿
岸
地
帯
で
あ
れ
ば
入
手
可
能

な
物
産
で
あ
る
。
特
定
の
産
地
を
明
記
す
る
史
料
は
多
く
な
い
が
、

『

華
陽
国
志』

南
中
志
に
、
永
昌
郡
博
南
県

(

現
在
の
雲
南
省
大
理
白

族
自
治
州
永
平
県)

が
珊
瑚
の
産
地
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

大
貝
に
つ
い
て
は
、
南
宋
・
周
去
非

『

嶺
外
代
答』

巻
七
・
宝
貨
門

に
、

海
南
有
大
貝
、
圓
背
而
紫
斑
、
平
面
深
縫
、
縫
之
兩
旁
、
有
横
細

縷
、
陷
生
縫
中
、『

本
草』

謂
之
紫
貝
。

海
南
に
大
貝
有
り
、
圓
背
に
し
て
紫
斑
、
平
面
深
縫
、
縫
の
兩
旁
、

横
に
細
縷
有
り
、
陷
は
縫
中
に
生
じ
、『

本
草

(

綱
目)』

は
之
を

紫
貝
と
謂
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
は
い
わ
ゆ
る
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
た
タ
カ
ラ

ガ
イ
の
こ
と
を
指
す

(�)
。
こ
の
史
料
で
は
、
海
南
島
周
辺
に
お
い
て
産
出

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
前
述
の

『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝
や

『

華
陽
国
志』

南

中
志
に
は

｢

軻
蟲｣

と
い
う
物
産
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
海
貝
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
地
域
周
辺
の
遺
跡
か
ら
は
多
数
の
海
貝
が
発
見
さ
れ
て

い
る

(�)
。
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②

香
薬

(

雑
香)

香
薬
と
は
、
宗
教
行
事
な
ど
で
焚
く
香
や
、
香
辛
料
、
薬
物
を
表
す

総
称
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
種
類
も
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
上
、

ど
の
香
薬
を
指
し
て
い
る
の
か
が
不
明
瞭
な
た
め
、
正
確
な
比
定
が
困

難
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
嶺
南
の
植
物
に
つ
い
て
扱
っ
た
、
西
晉
・

稽
含

『

南
方
草
木
状』

巻
中
・
木
類
で
は
、
楓
香
・
蜜
香
・
沈
香
・
鶏

骨
香
・
黄
熱
香
・
桟
香
・
青
桂
香
・
馬
蹄
香
・
鶏
舌
香
な
ど
の
香
薬
が

嶺
南
地
域
で
採
取
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、
楓
香
は
九

真
郡
、
蜜
香
は
交
阯
郡
で
採
れ
る
と
あ
る
。

そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
南
宋
・
趙
汝�『
諸
蕃
志』

巻
上
・

志
国
に
、
占
城
や
真
臘
、
三
仏
斉
と
い
っ
た
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お

い
て
産
出
さ
れ
る
物
産
と
し
て
、
種
々
の
香
薬
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

同
時
代
な
い
し
直
近
の
時
代
の
史
料
に
お
い
て
は
、
海
外
に
お
け
る
香

薬
の
記
事
は
乏
し
い
。

③

象
牙
・
犀
角

前
述
の

『

後
漢
書』

賈�
列
伝
な
ど
に
見
え
る
通
り
、
象
牙
と
犀
角

も
ま
た
、
嶺
南
地
域
で
産
出
さ
れ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
物
産
で
あ
る
。
特

に
象
牙
は
、
密
度
が
高
い
上
に
加
工
し
や
す
く
、
し
ば
し
ば
工
芸
品
の

材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
物
産
で
あ
る
。
嶺
南
に
お
い
て
は
、
前
述
の

『

漢
書』

賈
捐
之
伝
に
見
え
る
よ
う
に
、
海
南
島
周
辺
な
ど
が
犀
角
の

産
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
述
の

『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝
や

『

華
陽
国
志』

南
中
志
に
見
え
る
通
り
、
永
昌
郡
に
お
い
て
も
こ
れ
ら

は
産
出
さ
れ
て
い
る
。

④

琉
璃

(

流
離)

・
細
葛

琉
璃
と
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
こ
と
で
、
他
に
流
離
や
玻
璃
な
ど
と
も
表

記
さ
れ
る
。
高
度
な
技
術
を
要
す
る
ガ
ラ
ス
は
、
し
ば
し
ば
玉
製
品
を

模
倣
し
た
も
の
と
し
て
人
々
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
き
、
交
易
品
と
し

て
広
く
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
製
品
の
嶺
南
へ
の
流
入
に
つ

い
て
は
、
前
述
の

『

漢
書』

地
理
志
に
見
え
る
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に

関
す
る
史
料
に
、｢

璧
流
離｣

が
イ
ン
ド
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る

記
述
が
見
え
る
他
、『

芸
文
類
聚』

巻
八
四
宝
玉
部
下
引
胡
冲

『

呉
歴』

に
、(

孫
呉
の)

黄
武
四
年

(

二
二
五)

、
扶
南
の�
外
國
、
來
た
り
て

琉
璃
を
獻
ず
。

と
あ
る
な
ど
、
諸
外
国
か
ら
し
ば
し
ば
流
入
し
て
い
た
。

し
か
し
、
考
古
学
的
に
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
地
域
で
盛
ん
に
ガ
ラ
ス
製
品

が
製
造
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
各
地
の
遺
跡
よ
り
耳
飾
り
や

腕
輪
な
ど
が
多
数
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
平
野
裕
子
氏
に
よ
れ
ば
、
嶺
南

士
氏
が
支
配
し
た
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
地
域
で
は
、
前
一
一
一
年
の
武
帝

に
よ
る
南
越
討
伐
以
降
の
い
わ
ゆ
る
北
属
期
の
時
代
、
広
東
・
広
西
地

域
で
製
造
さ
れ
た

｢

南
海
ガ
ラ
ス｣

の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
い
う

(�)

。

南
海
ガ
ラ
ス
と
は
、
カ
リ
ウ
ム
の
含
有
量
が
通
常
よ
り
も
高
い
ガ
ラ
ス

で
あ
る
。

ま
た
、『
抱
朴
子』

内
篇
巻
二
論
仙
に
は
、

外
國
作
水
精
椀
、
實
是
合
五
種
灰
以
作
之
。
今
交
廣
多
有
得
其
法
、

而
鋳
作
之
者
。
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外
國
、
水
精
の
椀
を
作
す
に
、
實
は
是
れ
五
種
の
灰
を
合
わ
せ
以

て
之
を
作
る
。
今
、
交
廣
其
の
法
を
得
る
有
る
こ
と
多
く
、
而
る

に
之
を
鋳
作
す
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
西
和
彦
氏
は
、
交
州
・
広
州
に
お
い
て
石

英
粒
を
用
い
た
ガ
ラ
ス
製
品
の
製
造
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る

(�)

。
つ
ま

り
、
嶺
南
士
氏
が
取
り
扱
っ
た
流
離
は
、
必
ず
し
も
外
か
ら
流
入
し
た

も
の
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
嶺
南
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
が
嶺

南
士
氏
の
手
に
渡
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
や

は
り
前
述
の

『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝
や

『

華
陽
国
志』

南
中
志

に
見
え
る
通
り
、
琉
璃
は
永
昌
郡
か
ら
も
産
出
さ
れ
て
い
る
。

細
葛
は
、�
や
葛
布
と
も
言
い
、
細
い
葛
で
編
ま
れ
た
布
で
あ
る
。

前
述
の

『

漢
書』

地
理
志
・
粤
地
条
に
挙
げ
ら
れ
た
嶺
南
の
産
物
と
し

て
布
が
見
ら
れ
る
が
、
韋
昭
注
は
こ
の
布
を
葛
布
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
葛
織
物
は
様
々
な
史
料
に
見
え
、
古
く
か
ら
百
越
の
民
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
来
た
こ
と
が
わ
か
る

(�)
。

⑤

鸚
鵡
・
孔
雀
・
翡
翠

鸚
鵡
に
つ
い
て
は
、『

漢
書』

巻
六
武
帝
紀
・
元
狩
二
年

(

前
一
二

一)

条
・
顔
師
古
注
に
、

即
鸚
鵡
也
、
今
隴
西
及
南
海
竝
有
之
。
萬
震

『

南
州
異
物
志』

云

有
三
種
。
一
種
白
、
一
種
青
、
一
種
五
色
。
交
州
以
南�
國
盡
有

之
。

即
ち
鸚
鵡
な
り
、
今
の
隴
西
及
び
南
海
竝
び
に
之
有
り
。
萬
震
の

『

南
州
異
物
志』

に
三
種
有
り
と
云
う
。
一
種
は
白
、
一
種
は
青
、

一
種
は
五
色
な
り
。
交
州
以
南
の�
國
、
盡
く
之
有
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
嶺
南
地
域
や
そ
れ
以
南
の
地
域
に
お
い
て
産
出
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

孔
雀
や
翡
翠

(

カ
ワ
セ
ミ
の
羽)

に
つ
い
て
も
、『

漢
書』

巻
九
五

南
粤
列
伝
に
、

謹
北
面
因
使
者
獻
白
璧
一
雙
、
翠
鳥
千
、
犀
角
十
、
紫
貝
五
百
、

桂
蠧
一
器
、
生
翠
四
十
雙
、
孔
雀
二
雙
。

謹
み
て
北
面
し
使
者
に
因
り
て
白
璧
一
雙
、
翠
鳥
千
、
犀
角
十
、

紫
貝
五
百
、
桂
蠧
一
器
、
生
翠
四
十
雙
、
孔
雀
二
雙
を
獻
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
越
国
王
趙
佗
が
、
勝
手
に
建
国
し
た
こ
と
を
高
祖

に
詫
び
る
書
状
の
中
で
献
上
品
と
し
て
こ
れ
ら
の
産
物
が
見
え
る
。

ま
た
、『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝
・�眞
条
に
、

河
土
平
敞
に
し
て
、
多
く
鸚
鵡
・
孔
雀
を
出
し
…
…
。

と
あ
り
、
旧�眞
国
領
、
す
な
わ
ち
益
州
郡
に
お
い
て
も
、
鸚
鵡
や
孔
雀

が
産
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑥

蕉
・
邪
・
龍
眼
・
橘

蕉
は
、『

南
方
草
木
状』

巻
上
・
草
類
に
、

甘
蕉
、
望
之
如
樹
。
…
…
一
名
芭
蕉
、
或
曰
巴
苴
。
剥
其
子
、
上

皮
色
黄
白
、
味
似
蒲
萄
、
甜
而
脆
、
亦
療
飢
。
…
…
交
・
廣
倶
有

之
。

甘
蕉
、
之
を
望
む
こ
と
樹
の
如
し
。
…
…
一
名
は
芭
蕉
、
或
い
は

巴
苴
と
曰
う
。
其
の
子
を
剥
く
に
、
上
皮
の
色
は
黄
白
、
味
は
蒲

萄
に
似
、
甜
く
脆
く
、
亦
た
飢
え
を
い
や
療
す
。
…
…
交
・
廣
倶
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に
之
有
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
バ
ナ
ナ
の
こ
と
で
あ
り
、
嶺
南
一
帯
で
採
取
可
能
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

邪
は
、
椰
子
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
代
史
料
に
は
産
地
に
つ
い
て

触
れ
た
記
事
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。『

南
方
草
木
状』

果
類
に
は
、

林
邑
王
と
越
王
が
対
立
し
た
際
、
林
邑
王
が
放
っ
た
刺
客
よ
り
献
上
さ

れ
た
果
実
に
入
っ
た
酒
を
越
王
が
飲
み
、
泥
酔
し
た
隙
に
首
を
斬
り
、

そ
の
首
を
掛
け
た
木
に
は
越
王
の
首
に
似
た
果
実
が
な
り
、
こ
れ
を

｢

越
王
頭｣

と
呼
ん
だ
と
す
る
伝
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
椰
子
は
林
邑
周
辺
の
特
産
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

龍
眼
は
、『

南
方
草
木
状』

巻
下
・
果
類
に
、

龍
眼
樹
、
如
茘
枝
、
但
枝
葉
稍
小
。
…
…
出
九
眞
・
交
趾
。

龍
眼
樹
、
茘
枝
の
如
く
な
れ
ど
、
但
だ
枝
葉
は
稍や

や

小
さ
い
。
…
…

九
眞
・
交
趾
よ
り
出
づ
。

と
あ
り
、
九
真
郡
や
交
阯
郡
で
採
取
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
前
述
の
交
易
品
リ
ス
ト
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『

南
方
草
木
状』

果
類
に
、

呉
黄
武
中
、
交
趾
太
守
士
燮
、
獻
橘
十
七
實
同
一
蔕
、
以
爲
瑞
異
、

羣
臣
畢
賀
。

呉
の
黄
武
中
、
交
趾
太
守
士
燮
、
橘
の
十
七
實
同
一
蔕
を
獻
じ
、

以
て
瑞
異
と
爲
し
、
羣
臣
畢
く
賀
す
。

と
あ
る
、
士
燮
が
孫
呉
に
対
し
て
献
上
し
た
橘
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

交
趾
有
橘
官
長
一
人
、
秩
三
百
石
、
主
歳
貢
御
橘
。(『

初
学
記』

巻
二
〇
貢
献
篇
引
楊
孚

『

異
物
志』)

交
趾
に
橘
官
長
一
人
有
り
、
秩
三
百
石
に
し
て
、
歳
ご
と
に
御
橘

を
貢
す
を
主
ど
る
。

自
漢
武
帝
、
交
趾
有
橘
官
長
一
人
、
秩
二
百
石
、
主
貢
御
橘
。

(『

南
方
草
木
状』

果
類)

漢
の
武
帝
自
り
、
交
趾
に
橘
官
長
一
人
有
り
、
秩
二
百
石
、
御
橘

を
貢
す
を
主
ど
る
。

二
つ
の
史
料
は
、
武
帝
の
時
代
よ
り
、
交
阯
郡
に
は
橘
を
毎
年
朝
廷
に

献
呈
す
る
た
め
の
官
吏
が
一
人
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

他
地
域
で
は
、
巴
郡
の�句
忍
県
・
魚
復
県

(『

漢
書』

巻
二
八
地
理
志

上)

な
ど
に
橘
官
が
見
ら
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
帰
順
の
前
後
に
関
わ
ら
ず
、
政
権
の
取
り
扱
っ

た
産
物
は
、
香
薬
や
椰
子
な
ど
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
よ
り
も
た

ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
産
物
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
大
部
分

は
嶺
南
地
域
で
採
取
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
帰
順
以

前
に
お
い
て
は
、
徐
聞
な
ど
の
拠
点
港
よ
り
南
海
交
易
を
通
じ
て
入
手

し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
交
阯
一
郡
に
ま
で
版
図
を
縮
小
さ
れ

た
後
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
交
易
を
続
け
ら
れ
た
こ
と
へ
の
疑
問
が
残
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
政
権
が
沿
岸
四
郡
に
ま
で
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
の
は
、

南
海
交
易
の
権
益
確
保
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
当
該
地
域
よ
り
産
出

す
る
豊
富
な
物
産
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
光
珠

(

明
珠)

・
瑠
璃
・
軻
蟲

(

大
貝)

・
象
牙
・
犀

角
・
鸚
鵡
・
孔
雀
・
翡
翠
な
ど
の
物
産
が
、
哀
牢
地
域

(

永
昌
郡)

よ
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り
産
出
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
薛
綜
の
言
う

｢

遠
珍｣

が
、
南
海
交
易
に
よ
り
運
ば
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
永
昌
郡
よ
り

陸
路
を
伝
っ
て
嶺
南
に
入
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
羅
二
虎
氏
は
、

永
昌
郡
は
国
際
通
商
地
と
し
て
物
資
が
集
約
す
る
場
所
で
あ
り
、
海
に

面
し
て
は
い
な
い
も
の
の
イ
ン
ド
洋
に
は
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
主
に

イ
ン
ド
沿
岸
よ
り
商
人
の
手
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
産
物
が
永
昌
郡
ま
で

運
ば
れ
た
も
の
と
す
る

(�)
。
そ
こ
で
、
こ
の
推
論
を
傍
証
す
る
物
産
と
し

て
、
士
壱
が
孫
呉
へ
献
上
し
た

｢

馬｣

に
注
目
し
た
い
。

第
三
節

陸
路
に
つ
い
て
の
考
察

そ
も
そ
も
、｢

南
船
北
馬｣

と
い
う
語
が
示
す
通
り
、
嶺
南
や
揚
州

と
い
っ
た
南
方
地
域
に
お
い
て
は
、
北
方
と
比
較
し
て
馬
が
不
足
し
が

ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
嶺
南
士
氏
政
権
が
馬
を
い
か
に

し
て
入
手
し
た
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
前
に
、
馬
を

献
上
さ
れ
た
孫
呉
の
反
応
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

１

孫
呉
の
思
惑

士
壱
の
献
上
し
た
馬
に
対
し
孫
権
は
、
返
書
を
し
て
恩
賞
を
与
え
る

ほ
ど
の
喜
び
を
見
せ
て
い
る
。
な
ぜ
孫
権
は
馬
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
の

反
応
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
孫
呉
の
軍
馬
獲

得
政
策
が
大
き
く
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
記
事
は
そ
れ
を
如

実
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

逆
賊
孫
權
…
…
比
年
已
來
、
復
遠
遣
船
、
越
渡
大
海
、
多
持
貨
物
、

誑
誘
邊
民
。
邊
民
無
知
、
與
之
交
關
。
長
吏
以
下
、
莫
肯
禁
止
。

至
使
周
賀
浮
舟
百
艘
、
沈
滯
津
岸
、
貿
遷
有
無
。
既
不
疑
拒
、
齎

以
名
馬
、
又
使
宿
舒
隨
賀
通
好
。(『

三
国
志』

巻
八
魏
書
公
孫
度

伝
附
公
孫
淵
伝
・
裴
松
之
注
引

『

魏
略』)

逆
賊
孫
權
…
…
比
年
已
來
、
復
た
遠
く
船
を
遣
わ
し
、
大
海
を
越

渡
し
、
多
く
貨
物
を
持

も
た
ら

し
、
邊
民
を
誑
誘
す
。
邊
民
無
知
に
し

て
、
之
と
交
關
す
。(

公
孫
淵
麾
下
の)

長
吏
以
下
、
肯
え
て
禁

止
す
る
莫
し
。(

公
孫
淵
は)

周
賀
を
し
て
舟
百
艘
を
浮
か
べ
、

津
岸
に
沈
滯
し
、
有
無
を
貿
遷
せ
し
む
る
に
至
る
。
既
に
疑
い
拒

ま
ず
、
齎
す
に
名
馬
を
以
て
し
、
又
た
宿
舒
を
し
て
賀
に
隨
い
通

好
せ
し
む
。

孫
權
忿
公
孫
淵
之
巧
詐
反
覆
、
欲
親
征
之
。
瑁
上
疏
諫
曰
、｢

臣

聞
聖
王
之
御
遠
夷
、
羈
縻
而
已
、
不
常
保
有
。
故
古
者
制
地
、
謂

之
荒
服
。
言
慌
惚
無
常
、
不
可
保
也
。
今
淵
東
夷
小
醜
、
屏
在
海

隅
、
雖
託
人
面
、
與
禽
獸
無
異
。
國
家
所
爲
不
愛
貨
寶
遠
以
加
之

者
、
非
嘉
其�
義
也
。
誠
欲
誘
納
愚
弄
、
以
規
其
馬
耳
。
…
…

(『

三
国
志』

巻
五
七
呉
書
陸
瑁
伝)

孫
權
、
公
孫
淵
の
巧
詐
反
覆
を
忿
り
、
親
ら
之
を
征
せ
ん
と
欲
す
。

瑁
、
上
疏
し
て
諫
め
て
曰
く
、｢

臣
聞
く
、
聖
王
の
遠
夷
を
御
す

る
は
、
羈
縻
あ
る
の
み
に
し
て
、
常
に
は
保
有
せ
ず
。
故
に
古
は

地
を
制
す
る
は
、
之
を
荒
服
と
謂
う
。
慌
惚
と
し
て
常
無
く
、
保

つ
可
か
ら
ざ
る
を
言
う
な
り
。
今
、
淵
、
東
夷
の
小
醜
に
し
て
、
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屏へ
だ

た
れ
て
海
隅
に
在
り
、
人
面
を
託
す
と
雖
も
、
禽
獸
と
異
な
る

無
し
。
國
家
の
爲
す
所
は
貨
寶
を
愛お

し
ま
ず
し
て
遠
く
以
て
こ
れ

を
加
う
る
は
、
其
の�
義
を
嘉
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
誠
に
愚
弄

を
誘
納
し
、
以
て
其
の
馬
を
規
ら
ん
と
す
る
の
み
。
…
…

遣
使
者
謝
宏
・
中
書
陳
恂
拜
宮
爲
單
于
、
加
賜
衣
物
珍
寶
。
…
…

宮
遣
主
簿�
咨
・
帶
固
等
出
安
平
、
與
宏
相
見
。
宏
即
縛
得
三
十

餘
人
質
。
宮
於
是
謝
罪
、
上
馬
數
百
匹
。(『

三
国
志』

巻
四
七
呉

書
孫
権
伝
・
裴
松
之
注
引

『

呉
書』)

使
者
謝
宏
・
中
書
陳
恂
を
遣
り
て

(

位)

宮
に
拜
し
て
單
于
と
爲

さ
し
め
、
加
え
て
衣
物
珍
寶
を
賜
う
。
…
…
宮
、
主
簿�
咨
・
帶

固
等
を
遣
り
て
安
平
を
出
で
、
宏
と
相
い
見
え
し
む
。
宏
、
即
ち

縛
り
て
三
十
餘
の
人
質
を
得
。
宮
、
是
に
於
い
て
謝
罪
し
、
馬
數

百
匹
を
上
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
孫
呉
と
遼
東
公
孫
氏
お
よ
び
高
句
麗
と

の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
遼
東
公
孫
氏
と
の

交
易
品
や
、
高
句
麗
か
ら
の
献
上
品
と
し
て
、
馬
が
重
要
な
物
産
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。

菊
地
大
氏
は
、
孫
呉
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
、
遼
東
公
孫
氏
と
の
交

渉
に
は
軍
馬
の
確
保
と
曹
魏
へ
の
牽
制
の
意
図
が
、
高
句
麗
と
の
交
渉

に
は
遼
東
公
孫
氏
に
代
わ
る
軍
馬
の
供
給
地
の
確
保
と
遼
東
公
孫
氏
へ

の
牽
制
の
意
図
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
と
す
る

(�)

。
つ
ま
り
、
士
壱
よ
り
馬

を
贈
ら
れ
て
孫
権
が
喜
ん
だ
背
景
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
孫
呉
の
思

惑
が
関
係
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

２

南
中
豪
族
と
の
関
係

で
は
、
政
権
は
馬
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
通
り
、
嶺
南
一
帯
は
決
し
て
馬
の
生
産
地
と
は
言
え
ず
、
他

地
域
よ
り
交
易
等
に
よ
っ
て
入
手
し
た
も
の
と
見
る
他
は
な
い
。
こ
れ

を
解
く
鍵
は
、
士
燮
伝
に
見
え
る
以
下
の
記
事
に
あ
る
。

燮
又
誘
導�
州
豪
姓
雍�
等
、
率
郡
人
民
使
揺
東
附
、
權�
嘉
之
、

遷
衞
將
軍
、
封
龍
編
侯
、
弟
壹
偏
將
軍
、
都�
侯
。

燮
、
又
た�
州
の
豪
姓
雍�
等
を
誘
導
し
、
郡
の
人
民
を
率
い
て

東
に
附
か
し
め
、
權
、�
〃
之
を
嘉
し
、
衞
將
軍
に
遷
し
、
龍
編

侯
に
封
じ
、
弟
壹
を
偏
將
軍
、��
侯
と
す
。

孫
呉
に
帰
順
し
た
士
燮
は
、
徹
底
し
て
陣
営
に
忠
誠
を
誓
い
、
前
述
の

よ
う
な
豊
富
な
珍
産
を
贈
り
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
破
格
の
地
位
を
手

に
入
れ
た
。
し
か
し
、
士
燮
が
忠
誠
心
を
示
す
た
め
に
行
っ
た
行
動
は

そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
士
燮
は
、
益
州
郡
の
有
力
土
豪
で
あ

る
雍�
を
孫
呉
へ
帰
順
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
雍�
を
中
心
と
す
る
益
州
南
部

(

南
中)

の
豪
族
に
つ
い

て
説
明
を
加
え
た
い
。
雍�
ら
は

｢

大
姓｣

や

｢

四
姓｣

な
ど
と
呼
ば

れ
る
こ
の
地
域
の
有
力
豪
族
集
団

(�)

で
あ
り
、
そ
の
主
な
氏
族
に
つ
い
て

は
、『
華
陽
国
志』

巻
四
南
中
志
に
、

移
南
中
勁
卒
青
羌
萬
餘
家
於
蜀
、
爲
五
部
。
所
當
無
前
、
號
爲
飛

軍
。
分
其
羸
弱
配
大
姓
焦
・
雍
・
婁
・
爨
・
孟
・
量
・
毛
・
李
爲

部
曲
、
置
五
部�
尉
、
號
五
子
。
故
南
人
言
四
姓
五
子
也
。
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南
中
の
勁
卒
・
青
羌
萬
餘
家
を
蜀
に
移
し
、
五
部
と
な
す
。
當
た

る
所
前
無
く
、
號
し
て
飛
軍
と
爲
す
。
其
の
羸
弱
な
る
も
の
を
分

か
ち
て
大
姓
の
焦
・
雍
・
婁
・
爨
・
孟
・
量
・
毛
・
李
に
配
し
部

曲
と
爲
し
、
五
部�
尉
を
置
き
、
五
子
と
號
す
。
故
に
南
人
、
四

姓
五
子
と
言
う
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
焦
・
雍
・
婁
・
爨
・
孟
・
量

(

董
の
誤
り
か)

・
毛
・

李
の
八
氏
が
存
在
し
た
。
こ
の
南
中
大
姓
出
身
の
代
表
的
な
人
物
と
し

て
は
、
前
漢
の
高
祖
劉
邦
に
仕
え
て
什
方
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
雍
歯
の
末

裔
と
さ
れ
る
雍�
や
、
蜀
漢
に
仕
え
、
子
孫
が
東
晉
か
ら
南
朝
宋
の
時

代
に
か
け
て
地
方
政
権
と
し
て
台
東
す
る
こ
と
と
な
る
爨
習
、
雍�
の

死
後
、
南
中
を
束
ね
て
諸
葛
亮
の
南
征
に
抵
抗
し
た
孟
獲
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
南
中
地
域
に
お
け
る

｢
名
士｣

層
に
あ
た
る
存
在

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
士
燮
伝
に
見
え
る
雍�
の
孫
呉
へ
の
帰
順
や
、
そ
の
後
の

雍�
の
反
乱
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
記
述
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
如

く
で
あ
る
。

璋
卒
、
南
中
豪
率
雍�
據�
郡
反
、
附
於
呉
。
權
復
以
璋
子
闡
爲

�
州
刺
史
、
處
交
・�
界
首
。(『

三
国
志』

巻
三
一
蜀
書
劉
璋
伝)

(

劉)

璋
卒
し
、
南
中
豪
率
雍�
、�
郡
に
據
り
て
反
し
、
呉
に

附
く
。
權
、
復
た
璋
の
子
闡
を
以
て�
州
刺
史
と
爲
し
、
交
・�

の
界
首
に
處
ら
し
む
。

�
州
大
姓
雍�
等
殺
蜀
所
署
太
守
正
昂
、
與
燮
相
聞
、
求
欲
内
附
。

�
因
承
制
遣
使
宣
恩
撫
納
、
由
是
加
拜
平
戎
將
軍
、
封
廣
信
侯
。

(『

三
国
志』

巻
五
二
呉
書
歩�
伝)

�
州
の
大
姓
雍�
等
、
蜀
の
署
す
所
の
太
守
正
昂
を
殺
し
、
燮
と

相
い
聞
き
、
求
め
て
内
附
せ
ん
と
欲
す
。(

歩)�
、
制
を
承
く

る
に
因
り
て
使
を
遣
り
て
宣
恩
撫
納
し
、
是
に
由
り
て
加
え
て
平

戎
將
軍
を
拜
し
、
廣
信
侯
に
封
ぜ
ら
る
。

先
是
、�
州
郡
殺
太
守
正
昂
、
耆
率
雍�
恩
信
著
於
南
土
、
使
命

周
旋
、
遠
通
孫
權
。
乃
以
裔
爲�
州
太
守
、
徑
往
至
郡
。�
遂�

�
不
賓
、
假
鬼
教
曰
、｢

張
府
君
如
瓠
壺
、
外
雖
澤
而�
實�
、

不
足
殺
、
令
縛
與
呉｣

。
於
是
遂
送
裔
於
權
。(『

三
国
志』

巻
四

一
蜀
書
張
裔
伝)

是
よ
り
先
、�
州
郡
、
大
守
正
昂
を
殺
し
、
耆
率
雍�
、
恩
信
を

南
土
に
著
わ
し
、
使
し
て
周
旋
を
命
じ
、
遠
く
孫
權
と
通
ぜ
し
む
。

乃
ち

(

張)

裔
を
以
て�
州
太
守
と
爲
し
、
徑
ち
に
往
き
て
郡
に

至
ら
し
む
。�
、
遂
に�

し�
そ

し
て
賓
わ
ず
、
鬼
教
に
假
り
て
曰
く
、

｢

張
府
君
瓠
壺
の
如
し
、
外
澤
す
る
と
雖
も
内
實
は�そ

な
り
、
殺

す
に
足
ら
ず
、
縛
り
て
呉
に
與
え
し
め
ん｣

と
。
是
に
於
い
て
遂

に
裔
を
權
に
送
る
。

建
興
元
年
夏
、��
太
守
朱
襃
擁
郡
反
。
先
是
、�
州
郡
有
大
姓

雍�
反
、
流
太
守
張
裔
於
呉
、
據
郡
不
賓
、
越�
夷
王
高
定
亦
背

叛
。(『

三
国
志』

巻
三
三
蜀
書
劉
禅
伝)

建
興
元
年
夏
、��
太
守
朱
襃
、
郡
を
擁
し
て
反
す
。
是
よ
り
先
、

�
州
郡
に
大
姓
雍�
の
反
有
り
、
太
守
張
裔
を
呉
に
流
し
、
郡
に

據
り
て
賓
わ
ず
、
越�
の
夷
王
高
定
、
亦
た
背
叛
す
。
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雍�
は
、
前
の
益
州
牧
劉
璋
の
死
後
、
民
衆
を
率
い
て
益
州
太
守
正
昂

を
殺
害
し
、
そ
の
後
任
で
あ
る
張
裔
を
民
間
信
仰
に
仮
託
し
て
捕
縛
し
、

孫
呉
へ
送
り
、
こ
れ
と
通
じ
た
。
そ
の
際
、
交
州
刺
史
で
あ
る
歩�
が

孫
権
と
の
仲
介
役
を
担
っ
た
。
そ
の
後
、
蜀
漢
の
建
興
元
年

(

二
二
三)

に
雍�
と
通
じ
た��
太
守
朱
褒
と
越�
郡
の
非
漢
人
王
高
定
が
蜀
漢

に
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。
雍�
と
高
定
は
そ
の
後
内
紛
に
よ
っ
て

殺
害
さ
れ
、
朱
褒
は
蜀
漢
に
帰
順
し
、
反
乱
は
終
結
し
た
。
周
知
の
通

り
、
こ
の
後
建
寧
郡

(
二
二
五
年
に
益
州
郡
か
ら
改
称)

か
ら
孟
獲
が

台
頭
し
、
南
征
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

士
燮
は
、
こ
の
益
州
郡
の
雍�
と
関
係
を
結
び
、
孫
呉
へ
の
内
属
を

手
引
き
し
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
な

流
れ
で
交
渉
が
進
ん
で
い
る
が
、
当
時
、
嶺
南
と
益
州
を
結
ぶ
ル
ー
ト

は
通
行
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、『

三
国
志』
巻
三
九
蜀
書
劉
巴

伝
に
、與

交
阯
太
守
士
燮
計
議
不
合
、
乃
由��
道
去
。
爲�
州
郡
所
拘

留
、
太
守
欲
殺
之
。

交
阯
太
守
士
燮
と
計
議
し
て
合
わ
ず
、
乃
ち��
道
よ
り
去
る
。

�
州
郡
の
拘
留
す
る
所
と
爲
り
、
太
守
之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
劉
巴
が
士
燮
の
庇
護
下
か
ら
離
れ
て
益
州

に
入
ろ
う
と
し
た
際
、
益
州
太
守
が
こ
れ
を
捕
縛
し
て
殺
害
し
よ
う
と

し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
ル
ー
ト
が
禁
令
に
よ
っ
て
通
行
で
き
な
く

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
士
燮
と
雍�
と
の
間
で
行
わ
れ
た
交
渉
は
、
公
的
な
ル
ー

ト
を
使
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
秘
密
裏
の
ル
ー
ト
を
使

用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３

西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
紅
河
ル
ー
ト

そ
こ
で
、
筆
者
が
想
定
す
る
の
が
、
成
都
か
ら
南
中
地
域
を
経
由
し

て
イ
ン
ド
へ
と
至
る
い
わ
ゆ
る

｢

西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド｣

と
、
南
中
地

域
と
嶺
南
地
域
を
結
ぶ

｢

紅
河
ル
ー
ト｣

を
利
用
し
た
、
政
権
と
南
中

豪
族
の
間
の
交
易
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
つ
い
て
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、

古
島
琴
子
氏
が
、
古
代
タ
イ
史
の
視
点
よ
り
論
じ
、
四
川
や
雲
南
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
北
部
一
帯
で
行
わ
れ
た
塩
の
生
産
に
関
連
さ
せ
、
そ
の
交
易
に

利
用
さ
れ
た
塩
の
道
を
つ
な
ぐ
絹
の
道
こ
そ
が
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で

あ
る
と
し
た

(�)

。
次
い
で
羅
二
虎
氏
は
、
漢
・
晋
の
時
代
に
お
け
る
西
南

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
経
路
や
商
業
活
動
な
ど
に
つ
い
て
、
主
に
唐
代
の
史

料
を
用
い
て
検
証
し
、
中
国
文
明
と
イ
ン
ド
文
明
と
を
結
ぶ
文
化
的
・

経
済
的
活
動
の
交
流
ル
ー
ト
で
あ
る
と
し
た

(�)

。
ま
た
、
藤
島
範
孝
氏
が
、

西
域
の
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
、
す
で
に
述
べ
た
海
の

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
結
ぶ
道
が
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
あ
る
と
し
た

(�)

。
近

年
で
は
、
松
尾
亜
季
子
氏
が
、
諸
葛
亮
の
南
征
と
か
ら
め
て
西
南
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
、
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
行
わ
れ

た
商
業
活
動
や
大
姓
の
動
向
を
踏
ま
え
、
南
征
が
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

支
配
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

(�)
。

西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
先
学
が
多
く
検
証
し
て
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い
る
た
め
、
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
主
要
な
経
路
と
し

て
次
の
ル
ー
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
成
都
か
ら�
為
郡
・
益
州
郡
な
ど
を
通
り
、
永
昌
郡
へ
至
る
ル
ー

ト

(
夜
郎
道)

。

②
成
都
か
ら
越�
郡
な
ど
を
通
り
、
永
昌
郡
へ
と
至
る
ル
ー
ト

(

霊

関
道)

。

こ
の
二
ル
ー
ト
は
、
現
在
の
雲
南
省
大
理
白
族
自
治
州
大
理
市
下
関
鎮

付
近
、
す
な
わ
ち
永
昌
郡
内
で
合
流
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
次
の
二
ル
ー

ト
に
分
岐
す
る
。

③
下
関
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
と
至
る
ル
ー
ト
。

④
下
関
か
ら
雲
南
省
保
山
市
へ
と
至
る
ル
ー
ト

(

永
昌
道)

。

ま
た
、
④
か
ら
は
さ
ら
に
三
つ
の
分
岐
ル
ー
ト
が
存
在
す
る(

印
度
道)

。

こ
の
他
に
も
支
線
は
い
く
つ
も
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。

松
尾
氏
は
、
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
た
産
物
に
つ
い

て
詳
細
に
検
証
し
、
当
地
で
日
常
的
な
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
蜀
漢
に
よ
る
南
征
後
、
官
吏
に
よ
っ
て
現
地
住
民
か

ら
塩
鉄
な
ど
の
交
易
品
が
奪
わ
れ
て
い
る
史
料
な
ど
か
ら
、
交
易
が
大

姓
を
含
め
た
現
地
住
民
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
し
、
南
征
の
目

的
が
物
品
の
製
造
・
交
易
の
権
利
や
手
段
を
現
地
住
民
か
ら
奪
取
す
る

た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る

(�)

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
雍�
を
中
心
と
す
る
三

国
時
代
初
期
の
南
中
豪
族
が
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
利
用
し
た
交
易
を

掌
握
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
紅
河
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
桜
井
由
躬
雄
氏

(�)

や
林
謙
一
郎
氏

(�)
、

松
尾
氏

(�)

な
ど
が
す
で
に
交
易
路
と
し
て
交
阯
郡
と
南
中
と
を
結
ぶ
交
易

路
が
存
在
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

紅
河
ル
ー
ト
が
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
嶺
南
を
結
ぶ
交
易
路
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、『

史
記』

巻
一
一
六
西

南
夷
列
伝
に
、

建
元
六
年
、
大
行
王
恢�
東
越
、
東
越
殺
王
郢
以
報
。
恢
因
兵
威
、

使
番
陽
令
唐
蒙
風
指
曉
南
越
。
南
越
食
蒙
蜀
枸�
。
蒙
問
所
從
來
。

曰
、｢

道
西
北�
柯
、�

柯
江
廣
數
里
、
出
番
禺
城
下｣

。
蒙
歸
至

長
安
、
問
蜀
賈
人
、
賈
人
曰
、｢

獨
蜀
出
枸�
、
多
持
竊
出
市
夜

郎
。
夜
郎
者
、
臨�
柯
江
、
江
廣
百
餘
歩
、
足
以
行
船
。
南
越
以

財
物
役
屬
夜
郎
、
西
至
同
師
、
然
亦
不
能
臣
使
也｣

。

建
元
六
年
、
大
行
王
恢
、
東
越
を�
ち
、
東
越
、
王
の
郢
を
殺
し

以
て
報
ず
。
恢
、
兵
威
に
因
り
、
番
陽
令
唐
蒙
を
し
て
風
指
し
て

南
越
を
曉
さ
し
む
。
南
越
、
蒙
に
蜀
の
枸�
を
食
ら
わ
し
む
。
蒙
、

從
っ
て
來
る
所
を
問
う
。
曰
く
、｢

西
北
の�
柯
道よ

り
す
、�

柯

江
は
廣
さ
數
里
、
番
禺
の
城
下
に
出
づ｣

と
。
蒙
、
歸
り
て
長
安

に
至
り
、
蜀
の
賈
人
に
問
う
に
、
賈
人
曰
く
、｢

獨
り
蜀
よ
り
枸

�
を
出
だ
し
、
多
く
持
ち
て
竊
か
に
出
で
て
夜
郎
に
市う

る
。
夜
郎

は
、�
柯
江
に
臨
み
、
江
廣
の
百
餘
歩
に
し
て
、
以
て
船
で
行
く

に
足
る
。
南
越
、
財
物
を
以
て
夜
郎
に
役
屬
し
、
西
は
同
師
に
至

り
、
然
れ
ど
も
亦
た
臣
、
使
う
能
わ
ざ
る
な
り｣

と
。

と
あ
り
、
建
元
六
年

(

前
一
三
五)

に
唐
蒙
が
南
越
へ
派
遣
さ
れ
た
際
、

南
越
は
唐
蒙
に
蜀
で
産
出
す
る
枸�
を
食
わ
せ
た
た
め
、
長
安
に
戻
っ
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た
際
に
こ
れ
を
蜀
の
商
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
蜀
か
ら
枸�
を
密
か
に

持
ち
出
し
て
、
こ
れ
を
夜
郎
に
売
る
が
、
夜
郎
と
南
越
が
財
物
に
よ
っ

て
密
接
に
通
じ
て
い
る
た
め
に
、
枸�
が
南
越
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
来
よ
り
嶺
南
地
域
と
南
中
地
域
と
の
間
に
通
商
ル
ー

ト
が
存
在
す
る
以
上
、
政
権
と
南
中
豪
族
が
交
易
に
よ
っ
て
密
接
に
つ

な
が
っ
て
い
た
こ
と
で
、
孫
呉
へ
の
帰
順
交
渉
が
円
滑
に
行
わ
れ
た
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
士
壱
の
献
上
し
た
馬
と
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
、
そ
し
て
紅
河

ル
ー
ト
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
南
中
地
域
に
お
け
る
馬
の
生
産
に
つ
い
て
見
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

雍�
が
支
配
し
た
益
州
郡
は
、
も
と
は�眞
の
領
域
で
あ
る

(�)
。�眞
を
は

じ
め
、
南
中
一
帯
は
軍
馬
の
一
大
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
次
の
よ
う

な
史
料
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。

漢
武
帝
元
封
二
年
、
…
…
司
馬
相
如
・
韓
説
初
開
、
得
牛
・
馬
・

羊
屬
三
十
万
。(『

華
陽
国
志』

南
中
志)

漢
の
武
帝
の
元
封
二
年
、
…
…
司
馬
相
如
・
韓
説
、
初
め
て
開
き
、

牛
・
馬
・
羊
の
屬
三
十
万
を
得
。

池
中
有
神
馬
、
或
交
焉
、
即
生
駿
駒
。
俗
稱
之
曰
、｢�眞
池
駒｣

、

日
行
五
百
里
。(『

華
陽
国
志』

南
中
志)

(�眞)

池
中
に
神
馬
有
り
、
或
い
は
交
わ
り
、
即
ち
駿
駒
を
生
む
。

俗
に
之
を
稱
し
て
曰
く
、｢�眞
池
駒｣

と
、
日
に
五
百
里
を
行
く
。

明
年
正
月
、
追
至
不
韋
、
斬
棟
蠶
帥
、
凡
首
虜
七
千
餘
人
、
得
生

口
五
千
七
百
人
、
馬
三
千
疋
、
牛
・
羊
三
萬
餘
頭
、
諸
夷
悉
平
。

(『

後
漢
書』

南
蛮
西
南
夷
列
伝)

明
年

(

建
武
二
一
年

(

四
五))

正
月
、
追
い
て
不
韋
に
至
り
、

棟
蠶
の
帥
、
凡
そ
首
虜
七
千
餘
人
を
斬
り
、
生
口
五
千
七
百
人
、

馬
三
千
疋
、
牛
・
羊
三
萬
餘
頭
を
得
、�
夷
悉
く
平
ら
ぐ
。

ま
た
、『

後
漢
書』

巻
五
安
帝
紀
に
、

六
年
春
正
月
庚
申
、
詔
越�
置
長
利
・
高
望
・
始
昌
三
苑
、
又
令

�
州
郡
置
萬�
苑
、�
爲
置
漢
平
苑
。

(

永
初)

六
年
春
正
月
庚
申
、
詔
し
て
越�
に
長
利
・
高
望
・
始

昌
の
三
苑
を
置
き
、
又
た�
州
郡
に
萬�
苑
を
置
き
、�
爲
に
漢

平
苑
を
置
か
し
む
。

と
あ
り
、
永
初
六
年

(

一
一
二)

に
、
越�
・
益
州
・�
為
の
三
郡
に

｢

苑｣

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
苑
と
は
、
一
般
的
に
は
禽
獣

の
放
牧
地
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
張
増
祺
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
馬
の
生
産
地
で
あ
る
南
中
地
域
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
苑
で
は
、�眞
池
駒
な
ど
の
馬
が
養
育
さ
れ
て
い

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(�)
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
こ
の

地
域
の
遺
跡
に
お
い
て
、
貯
貝
器
な
ど
の
装
飾
と
し
て
、
軍
馬
や
そ
れ

を
養
育
す
る
人
々
が
象
ら
れ
て
い
る
も
の
が
出
土
し
て
お
り

(�)

、
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
南
中
地
域
が
軍
馬
の
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
他
に
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
馬
の
交
易
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
史
料
と
し
て
は
、『

史
記』

西
南
夷
列
伝
に
、
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巴
蜀
民
或
竊
出
商
賈
、
取
其
筰
馬
・�
僮
・
髦
牛
、
以
此
巴
蜀
殷

富
。

巴
蜀
の
民
、
或
い
は
竊
か
に
商
賈
を
出
だ
し
、
其
の
筰
馬
・�
僮
・

髦
牛
を
取
り
、
此
れ
を
以
て
巴
蜀
殷
ん
に
富
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
秦
が
滅
び
、
前
漢
が
成
立
し
て
以
降
、
巴
蜀
地
方
の

商
人
が
、
秘
密
裏
に�眞
国
の
筰
馬

(

小
柄
で
、
山
路
を
よ
く
走
る
馬)

を
商
品
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
羅
二
虎
氏
に
よ
れ
ば
、
筰
馬
は
南

中
地
域
と
巴
蜀
地
域
の
間
の
交
易
に
使
用
さ
れ
る
重
要
な
交
通
手
段
で

あ
り
、
か
つ
重
要
な
交
易
物
資
で
あ
る
と
い
う

(�)
。

こ
の
よ
う
に
、
政
権
が
孫
呉
へ
馬
を
献
上
で
き
た
背
景
に
は
、
雍�

を
中
心
と
す
る
南
中
豪
族
と
の
関
係
、
彼
ら
が
掌
握
し
て
い
た
西
南
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
上
の
交
易
、
嶺
南
と
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
結
ぶ
紅
河
ル
ー

ト
、
そ
し
て
馬
を
必
要
と
し
た
孫
呉
の
思
惑
が
一
つ
に
つ
な
が
っ
た
と

い
う
事
実
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
に
お
い
て
、

永
昌
郡
な
ど
で
見
ら
れ
た
真
珠
や
ガ
ラ
ス
製
品
な
ど
の
物
産
も
、
こ
の

ル
ー
ト
を
伝
っ
て
嶺
南
地
域
に
流
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
嶺
南
士
氏
政
権
が
い
か
に
し
て
士
燮
伝
や
薛
綜
伝
な
ど

に
見
え
る
よ
う
な
大
量
の
物
産
を
恒
常
的
に
確
保
で
き
た
の
か
、
そ
の

交
易
形
態
に
つ
い
て
史
料
に
基
づ
い
た
検
証
を
行
な
っ
て
き
た
。
孫
呉

へ
の
帰
順
以
前
に
政
権
が
掌
握
し
た
、
交
阯
・
合
浦
・
九
真
・
南
海
の

四
郡
、
特
に
徐
聞
・
合
浦
を
擁
す
る
合
浦
郡
は
、
武
帝
以
来
の
南
海
交

易
に
と
っ
て
重
要
な
土
地
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
こ
れ
ら
の
要
所
を
押

さ
え
る
こ
と
で
、
南
海
交
易
の
独
占
を
ね
ら
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
政
権
が
取
り
扱
っ
た
物
産
を
細
か
に
分
析
す
る
と
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
嶺
南
地
域
で
採
取
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
南
海
交
易
を
掌
握

し
た
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
物
産
は
、
同
時
に
永
昌
郡
を
は
じ
め
と
し
た
南

中
地
域
で
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
士
燮
と
雍�
を
中
心
と
す
る

南
中
豪
族
と
の
関
係
や
、
南
中
地
域
の
人
々
が
担
っ
て
き
た
西
南
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
上
の
交
易
活
動
、
そ
し
て
、
士
壱
が
献
上
し
た
馬
と
孫
呉
の

軍
馬
獲
得
政
策
と
の
関
係
に
よ
り
、
政
権
が
、
殊
に
孫
呉
へ
の
帰
順
に

よ
り
交
阯
一
郡
に
版
図
を
縮
小
さ
れ
た
後
、
南
中
地
域
に
集
積
し
た
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
や
イ
ン
ド
か
ら
の
物
産
を
、
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
や
紅

河
ル
ー
ト
を
通
じ
て
入
手
し
得
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
政
権
の
交
易
活
動
に
つ
い
て
改
め
て
検
証
し
て
み
る

と
、
自
ら
の
版
図
で
得
ら
れ
た
珍
品
や
、
提
携
す
る
南
中
豪
族
と
の
交

易
で
得
ら
れ
た
産
物
を
利
用
し
、
孫
呉
と
の
良
好
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、

交
阯
郡
に
お
け
る
自
身
の
権
益
を
、
二
一
〇
年
か
ら
二
二
六
年
ま
で
、

十
六
年
間
保
持
し
続
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
実
像
が
浮
か
び
上

が
る
の
で
あ
る
。
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�
(

１)

拙
稿

｢

嶺
南
士
氏
の
勢
力
形
成
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

史
観』

一
六
七
、
二
〇

一
二
年)

参
照
。

(

２)

王
元
林

｢

秦
漢
時
期
南
嶺
交
通
的
開
発
与
南
北
交
流｣

(『

中
国
歴
史
地
理

論
叢』

二
三
―
四
、
二
〇
〇
八
年)

五
二
頁
、
張
栄
芳
・
周
永
衛

｢

漢
代
徐

聞
与
海
上
交
通｣

五
頁
等
参
照
。

(

３)
『

三
国
志』

呉
書
薛
綜
伝
に
、｢

呂
岱
、
既
に
至
り
、
士
氏
の
變
有
り｣

と

記
さ
れ
て
い
る
。

(

４)

ル
ン
ケ
ー
城
址
の
考
古
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
や
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
人
研
究
者
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
研
究
概
況
に
つ
い
て

は
、
西
村
昌
也

『

ベ
ト
ナ
ム
の
考
古
・
古
代
学』

(

同
成
社
、
二
〇
一
一
年)

一
五
七
〜
一
五
九
頁
参
照
。

(

５)

注

(

４)

西
村
氏
前
掲
著
書
、
一
五
五
〜
一
七
六
頁
参
照
。

(

６)

注

(

１)

拙
稿
前
掲
論
文
、
三
五
頁
参
照
。

(

７)

交
州
の
州
治
が
番
禺
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

続
漢
書』

巻
二
三

郡
国
志
五
・
交
州
条
・
劉
昭
注
引
西
晉
・
王
範

『

交
広
春
秋』

に
、

交
州
の
治
は
羸�婁
縣
な
り
、
元
封
五
年
、
治
を
蒼
梧
廣
信
縣
、
建
安
十

五
年
、
治
を
番
禺
縣
に
移
す
。

と
あ
る
。
嶺
南
士
氏
が
帰
順
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
州
治
が
南
海
郡
番
禺
県
へ

移
っ
て
お
り
、
露
骨
に
嶺
南
士
氏
政
権
の
版
図
か
ら
州
治
を
外
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

(

８)

王
元
林

｢

秦
漢
時
期
番
禺
等
嶺
南
港
口
与
内
地
、
海
上
交
通
的
関
係｣

(『

中
国
古
都
研
究』

二
三
、
二
〇
〇
七
年)

等
参
照
。

(
９)

張
栄
芳
・
周
永
衛

｢

漢
代
徐
聞
与
海
上
交
通｣

(『

中
山
大
学
学
報

(

社
会

科
学
版)』

四
二
、
二
〇
〇
二
年)

、
呉
松
弟

｢

両
漢
時
期
徐
聞
港
的
重
要
地

位
和
崛
起
原
因
―
従
嶺
南
的
早
期
開
発
与
歴
史
地
理
角
度
探
討｣

(『

嶺
南
文

史』
二
〇
〇
二
―
二
、
二
〇
〇
二
年)

等
参
照
。

(�)
陸
績
が
鬱
林
太
守
に
赴
任
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

三
国
志』

巻
五
七
呉
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書
陸
績
伝
に
、

孫
權
統
事
、
辟
爲
奏
曹
掾
、
以
直
道
見
憚
、
出
爲
鬱
林
太
守
、
加
偏
將

軍
、
給
兵
二
千
人
。

孫
權
、
事
を
統
べ
る
や
、(

陸
績
を)

辟
し
て
奏
曹
掾
と
爲
す
も
、
直
道

を
以
て
憚
ら
れ
、
出
さ
れ
て
鬱
林
太
守
と
爲
り
、
偏
將
軍
を
加
え
ら
れ
、

兵
二
千
人
を
給
う
。

と
あ
り
、
陸
績
が
直
言
を
疎
ま
れ
て
鬱
林
太
守
と
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
孫
呉
の
認
識
と
し
て
は
鬱
林
郡
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
土
地
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

(�)
士
燮
の
父
士
賜
が
日
南
太
守
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
士
燮
伝
に
、

六
世
至
燮
父
賜
、
桓
帝
時
爲
日
南
太
守
。

六
世
に
至
り
燮
の
父
賜
、
桓
帝
の
時
、
日
南
太
守
と
爲
る
。

と
あ
る
。

(�)
桑
田
六
郎

｢

南
洋
上
代
史
雑
考｣

(『
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要』

三
、
一
九

五
四
年)

一
五
頁
参
照
。

(�)
初
平
年
間
説
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
桂
光
華

｢

関
于
占
婆
建
国

時
間
的
両
種
看
法
浅
析｣

(

一
九
八
四
―
四
、
一
九
八
四
年)

等
参
照
。

(�)
始
皇
帝
に
よ
る
嶺
南
征
服
に
つ
い
て
は
、『

史
記』

巻
一
一
三
南
越
列
伝
に
、

秦
時
已
并
天
下
、
略
定
楊
越
、
置
桂
林
・
南
海
・
象
郡
、
以
謫
徙
民
、

與
越
雜
處
十
三
歳
。

秦
の
時
已
に
天
下
を
并
せ
、
略
ぼ
楊
越
を
定
め
、
桂
林
・
南
海
・
象
郡

を
置
き
、
謫
を
以
て
民
を
徙
し
、
越
と
雜
處
せ
し
む
る
こ
と
十
三
歳
な
り
。

と
あ
る
。

(�)

松
田
寿
男

｢

東
西
絹
貿
易｣

(『

古
代
史
講
座
第
一
三
―
古
代
に
お
け
る
交

易
と
文
化
交
流』

、
学
生
社
、
一
九
六
六
年)

一
五
四
頁
参
照
。

(�)

長
澤
和
俊

『

海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド』

(

中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年)

五
八

〜
六
〇
頁
参
照
。

(�)

柿
沼
陽
平

『

中
国
古
代
貨
幣
経
済
史
研
究』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年)

等
参
照
。

(�)

雲
南
博
物
館

『

雲
南
晋
寧
石
塞
山
古
墓
群
発
掘
報
告』

(

文
物
出
版
社
、
一

九
五
九
年)

参
照
。

(�)

平
野
裕
子

｢

ベ
ト
ナ
ム
の
古
代
ガ
ラ
ス�
初
期
国
家
形
成
期
に
お
け
る
域

内
交
流
へ
の
一
視
点｣

(『

ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
と
文
化』

三
、
二
〇
〇
一
年)

三
五
七
頁
参
照
。

(�)

大
西
和
彦

｢

北
属
期
ベ
ト
ナ
ム
の
産
物
と
道
教｣

(『

東
方
宗
教』

七
一
、

一
九
八
八
年)

五
二
〜
五
三
頁
参
照
。

(�)

謝
崇
安

｢

略
論
百
越
民
族
及
其
後
裔
的
葛
織
工
芸｣

(『

貴
州
民
族
研
究』

一
四
六
、
二
〇
一
二
年)

参
照
。

(�)
羅
二
虎
著
・
木
田
知
生
訳

｢

漢
晋
時
期
の
中
国�
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド�

(

漢
晋
時
期
的
中
国�
西
南
絲
調
之
路�)｣

(

龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀

要』

三
三
、
一
九
九
四
年)

二
四
八
〜
二
四
九
頁
参
照
。

(�)
菊
地
大｢

孫
呉
政
権
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
―
東
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
―｣

(『

駿
台
史
学』

一
一
六
、
二
〇
〇
二
年)

一
〇
八
〜
一
一
六
頁
参
照
。

(�)
大
姓
な
ど
と
称
さ
れ
る
南
中
豪
族
に
つ
い
て
は
、
劉
小
兵

｢

従�
夷�、
漢

文
化
的
交
融
看�
南
中
大
姓�
的
形
成｣

(『

思
想
戦
線』

一
九
九
一
―
五
、

一
九
九
一
年)

、
林
健
一
郎

｢『

中
国』

と

『

東
南
ア
ジ
ア』

の
は
ざ
ま
で
―

雲
南
に
お
け
る
初
期
国
家
形
成｣

(『

岩
浪
講
座
東
南
ア
ジ
ア
氏
１』

岩
波
書

店
、
二
〇
〇
一
年)

一
五
二
〜
一
五
六
頁
等
参
照
。

(�)
古
島
琴
子

『

攀
枝
花

(

パ
ン
ジ
イ
ホ
ア)

の
咲
く
と
こ
ろ
―
雲
南
タ
イ
族

の
世
界』

(

創
土
社
、
二
〇
〇
一
年)

参
照
。

(�)
注

(�)
羅
二
虎
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(�)
藤
島
範
孝

｢

古
西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
つ
い
て｣

(『

駒
沢
大
学
北
海
道
教

養
部
研
究
紀
要』

三
〇
、
一
九
九
五
年)

参
照
。

(�)
松
尾
亜
季
子

｢

蜀
漢
の
南
中
政
策
と

｢

西
南
シ
ル
ク
ロ
ー
ド｣｣

(『

三
国
志

研
究』
六
、
二
〇
一
一
年)

参
照
。

(�)
注

(�)
松
尾
氏
前
掲
論
文
、
二
六
〜
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
蜀
漢
の
官
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吏
が
現
地
住
民
よ
り
産
物
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

三
国
志』

巻
四
三
蜀

書
張
嶷
伝
に
、

定�
・
臺
登
・
卑
水
三
縣
去
郡
三
百
餘
里
、
舊
出
鹽
鐵
及
漆
、
而
夷
徼

久
自
固
食
。
嶷
率
所
領
奪
取
、
署
長
吏
焉
。
嶷
之
到
定�
、
定�

率
豪

狼
岑
、
槃
木
王
舅
、
甚
爲
蠻
夷
所
信
任
、
忿
嶷
自
侵
、
不
自
來
詣
。
嶷

使
壯
士
數
十
直
往
收
致
、
撻
而
殺
之
、
持
尸
還
種
、
厚
加
賞
賜
、�
以

狼
岑
之
惡
、
且
曰
、｢

無
得
妄
動
、
動
即
殄
矣｣

。
種
類
咸
面
縛
謝
過
。

嶷
殺
牛
饗
宴
、
重
申
恩
信
、
遂
獲
鹽
鐵
、
器
用
周
贍
。

定�
・
臺
登
・
卑
水
の
三
縣
は
郡
を
去
る
こ
と
三
百
餘
里
、
舊
く
よ
り

鹽
鐵
及
び
漆
を
出
だ
し
、
而
し
て
夷
徼
、
久
し
く
自
ら
食
す
を
固
く
す
。

(

張)

嶷
、
領
す
る
所
を
率
い
て
奪
取
し
、
長
吏
に
署
せ
し
む
。
嶷
の
定

�
に
到
る
に
、
定�
の
率
豪
狼
岑
、
槃
木
王
の
舅
に
し
て
、
甚
だ
蠻
夷

の
信
任
す
る
所
と
爲
り
、
嶷
の
自
ら
侵
す
を
忿
り
、
自
ら
來
詣
せ
ず
。

嶷
、
壯
士
數
十
を
し
て
直
に
往
き
て
收
致
せ
し
め
、
撻
っ
て
之
を
殺
し
、

尸
を
持
ち
て
種
に
還
り
、
厚
く
賞
賜
を
加
え
、�
す
に
狼
岑
の
惡
を
以

て
し
、
且
つ
曰
く
、｢

妄
り
に
動
く
を
得
る
無
か
れ
、
動
か
ば
即
ち
殄
さ

ん｣

と
。
種
の
類
、
咸
な
面
縛
し
過
ち
を
謝
す
。
嶷
、
牛
を
殺
し
て
饗

宴
し
、
重
ね
て
恩
信
を
申
し
、
遂
に
鹽
鐵
を
獲
て
、
器
用
周
贍
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蜀
漢
の
将
軍
で
あ
る
張
嶷
は
、
青
羌
か
ら
塩
鉄
を
奪
い
、

反
抗
し
た
土
豪
を
殺
し
て
現
地
住
民
を
脅
し
、
降
伏
し
た
住
民
を
歓
待
し
て

信
任
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
塩
鉄
は
国
家
に
と
っ
て

重
要
な
物
産
で
あ
り
、
国
力
が
貧
弱
な
蜀
漢
に
と
り
、
こ
れ
を
支
配
す
る
こ

と
は
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(�)

桜
井
由
躬
雄

｢

南
海
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立｣

(『

岩
浪
講
座
東
南
ア

ジ
ア
史
１』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年)

一
一
八
〜
一
一
九
頁
参
照
。

(�)

注

(�)

林
氏
前
掲
論
文
、
一
四
八
〜
一
五
一
頁
参
照
。

(�)

注

(�)

松
尾
氏
前
掲
論
文
、
二
三
〜
二
四
頁
参
照

(�)

益
州
郡
が�眞
国
の
領
域
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

漢
書』

地
理
志
上
・

応
劭
注
に
、｢

故�眞
王
國
也｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
な
お
、�眞
国
の
滅

亡
と
益
州
郡
の
設
置
に
つ
い
て
は
、『

漢
書』

巻
六
武
帝
紀
に
、

二
年
…
…
秋
…
…
又
遣
將
軍
郭
昌
・
中
郎
將
衞
廣
發
巴
蜀
兵
平
西
南
夷

未
服
者
、
以
爲�
州
郡
。

(

元
封)

二
年
…
…
秋
…
…
又
た
將
軍
郭
昌
・
中
郎
將
衞
廣
を
遣
り
て
巴

蜀
に
兵
を
發
し
西
南
夷
の
未
だ
服
さ
ざ
る
者
を
平
ら
げ
、
以
て�
州
郡

と
爲
す
。

と
あ
り
、
元
封
二
年

(

前
一
〇
九)

の
こ
と
と
わ
か
る
。

(�)
張
増
祺

｢�眞
国
的
戦
馬
、
馬
具
及
馬
鐙｣

(『

考
古』

一
九
九
七
―
五
、
一

九
九
七
年)

六
二
頁
参
照
。

(�)�眞
国
の
領
域
か
ら
の
出
土
品
な
ど
に
つ
い
て
は
、
注

(�)

張
増
祺
氏
前

掲
論
文
、
六
二
〜
六
三
頁
の
他
、
雲
南
省
博
物
館

｢

雲
南
江
川
李
家
山
古
墓

群
発
掘
報
告｣

(『

考
古
学
報』

一
九
七
五
―
二
、
一
九
七
五
年)

等
参
照
。

(�)
注

(�)
羅
二
虎
氏
前
掲
論
文
、
二
四
四
頁
参
照
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
籍)
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